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令和６年賃金改定状況調査結果 

 

＜調査の概要＞ 

 

１．調査の地域 全国 

 

２．調 査 産 業 日本標準産業分類（平成 25年 10 月改定）に基づく次の産業 

（ア）製造業 

（イ）卸売業，小売業 

（ウ）学術研究，専門・技術サービス業 

（エ）宿泊業，飲食サービス業 

（オ）生活関連サービス業，娯楽業 

（カ）医療，福祉 

（キ）サービス業（他に分類されないもの） 

 

３．調査事業所 

（１）数 16,373 事業所 

（２）選定の方法 

事業所母集団データベース（令和３年次フレーム（確報））を母集団とし、常用労働者

数が 30 人未満の企業に属する民営事業所から、都道府県別、産業別、事業所規模別（※）

に層化無作為抽出により選定。ランク別、調査産業計において１人１時間あたり賃金上昇

率の標準誤差が 0.20％となるよう標本サイズを決定。ランク内の都道府県別、産業別、事

業所規模別の配分は母集団事業所数の構成比率で配分。 

※ 産業は上記２に掲げる７つの産業で、事業所規模は１～９人と 10～29 人で区分。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．集計労働者 29,463 人 

  （うち、令和５年６月と令和６年６月の両方に在籍していた労働者は 24,639 人（83.6％）） 

 

５．調 査 事 項〔基準となる期日又は期間〕 

（１）事業所に関する事項 

イ 主要な生産品の名称又は事業の内容〔令和６年６月１日現在〕 

ロ 事業所の労働者数〔令和６年６月１日現在〕 

ハ 事業所の月間所定労働日数、通常労働日の１日の所定労働時間数〔令和６年６月分〕 

ニ 事業所の年間所定労働日数〔令和４年度分、令和５年度分〕 

ホ 賃金改定の状況〔令和６年１月～６月〕 

（２）労働者に関する事項 

イ 性、就業形態、年齢、勤続年数〔令和６年６月１日現在〕 

ロ 賃金形態〔令和５年６月分、令和６年６月分〕 

ハ 基本給額、諸手当〔令和５年６月分、令和６年６月分（見込額）〕 

ニ 月間所定労働日数、１日の所定労働時間数〔令和５年６月分、令和６年６月分〕 

 調査事業所数 集計事業所数 回収率 

A ランク 7,030 2,026 28.8％ 

B ランク 5,261 1,698 32.3％ 

C ランク 4,082 1,425 34.9％ 

合計 16,373 5,149 31.4％ 
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６．利用上の注意 

（１）集計結果は、抽出による標本誤差を含んでいる。 

（２）集計表中の空欄は、該当する数値がないことを示す。 

（３）集計表中の産業の掲載順序は、日本標準産業分類（平成 25 年 10 月改定）における産業

大分類のアルファベット順に基づいている。 

（４）各都道府県に適用される目安のランクは以下の通り。 

 

ランク 都道府県 

Ａ 埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪 

Ｂ 北海道、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、

長野、岐阜、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、島根、岡山、

広島、山口、徳島、香川、愛媛、福岡 

Ｃ 青森、岩手、秋田、山形、鳥取、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、

鹿児島、沖縄 
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第１表　賃金改定実施状況別事業所割合

（％）

７月以降
も賃金改
定を実施
しない事
業所

７月以降
に賃金改
定を実施
する予定
の事業所

７月以降
も賃金改
定を実施
しない事
業所

７月以降
に賃金改
定を実施
する予定
の事業所

７月以降
も賃金改
定を実施
しない事
業所

７月以降
に賃金改
定を実施
する予定
の事業所

７月以降
も賃金改
定を実施
しない事
業所

７月以降
に賃金改
定を実施
する予定
の事業所

100.0 42.3 0.9 39.2 17.6 100.0 44.2 1.1 40.0 14.7 100.0 39.0 1.3 40.1 19.6 100.0 48.6 0.2 36.0 15.2

100.0 43.4 0.5 41.6 14.6 100.0 46.0 1.2 35.7 17.1 100.0 42.4 0.4 43.9 13.3 100.0 53.5 0.0 27.7 18.9

100.0 42.4 0.9 37.1 19.6 100.0 40.7 1.8 31.7 25.8 100.0 41.8 1.1 37.6 19.4 100.0 49.4 1.5 36.5 12.5

100.0 42.8 0.7 40.1 16.4 100.0 44.7 1.2 37.1 16.9 100.0 41.1 0.8 41.6 16.5 100.0 50.6 0.3 32.7 16.4

Ｒ
５
年

100.0 43.5 0.7 38.4 17.4 100.0 45.1 0.8 34.9 19.2 100.0 39.7 0.9 38.9 20.5 100.0 51.0 0.9 36.0 12.2

７月以降
も賃金改
定を実施
しない事
業所

７月以降
に賃金改
定を実施
する予定
の事業所

７月以降
も賃金改
定を実施
しない事
業所

７月以降
に賃金改
定を実施
する予定
の事業所

７月以降
も賃金改
定を実施
しない事
業所

７月以降
に賃金改
定を実施
する予定
の事業所

７月以降
も賃金改
定を実施
しない事
業所

７月以降
に賃金改
定を実施
する予定
の事業所

100.0 28.5 0.0 51.9 19.5 100.0 32.6 1.8 48.4 17.2 100.0 61.8 0.3 19.4 18.5 100.0 43.5 1.2 40.3 14.9

100.0 32.4 0.7 49.8 17.0 100.0 28.7 0.0 61.4 9.9 100.0 63.5 0.0 22.3 14.2 100.0 39.7 0.7 46.7 12.9

100.0 33.9 0.0 43.5 22.5 100.0 28.7 1.7 48.5 21.1 100.0 64.4 0.5 17.9 17.2 100.0 38.3 0.5 45.4 15.7

100.0 31.2 0.4 49.7 18.8 100.0 30.3 0.9 54.5 14.3 100.0 62.9 0.2 20.5 16.4 100.0 40.9 0.8 44.2 14.0

Ｒ
５
年

100.0 34.6 0.2 46.7 18.5 100.0 34.1 1.0 49.5 15.3 100.0 62.3 0.3 21.4 16.0 100.0 42.1 1.2 45.2 11.5

計

ランク

Ａ

Ｂ

Ｃ

学術研究, 専門・技術サービス業

生活関連サービス業, 娯楽業

産業計 製造業 卸売業，小売業

宿泊業，飲食サービス業 医療，福祉

１～６月
に賃金引
上げを実
施した事

業所

１～６月
に賃金引
下げを実
施した事

業所

１～６月に賃金改定を
実施しない事業所

計 計

１～６月
に賃金引
上げを実
施した事

業所

１～６月
に賃金引
下げを実
施した事

業所

１～６月に賃金改定を
実施しない事業所

計

ランク

Ａ

Ｂ

Ｃ

１～６月
に賃金引
下げを実
施した事

業所

１～６月に賃金改定を
実施しない事業所

計

計

１～６月
に賃金引
上げを実
施した事

業所

１～６月
に賃金引
下げを実
施した事

業所

１～６月に賃金改定を
実施しない事業所

計

サービス業（他に分類されないもの）

１～６月
に賃金引
上げを実
施した事
業所

１～６月
に賃金引
下げを実
施した事
業所

１～６月に賃金改定を
実施しない事業所

１～６月
に賃金引
上げを実
施した事
業所

１～６月
に賃金引
下げを実
施した事
業所

１～６月に賃金改定を
実施しない事業所

１～６月
に賃金引
上げを実
施した事

業所

１～６月
に賃金引
下げを実
施した事

業所

１～６月に賃金改定を
実施しない事業所

計

１～６月
に賃金引
上げを実
施した事

業所

計

１～６月
に賃金引
上げを実
施した事

業所

１～６月
に賃金引
下げを実
施した事

業所

１～６月に賃金改定を
実施しない事業所

計
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（％）

産業計 製造業
卸売業,
小売業

学術研
究,
専門・
技術
サービ
ス業

宿泊業,
飲食
サービ
ス業

生活関
連サー
ビス業,
娯楽業

医療,
福祉

サービ
ス業
（他に
分類さ
れない
もの）

産業計 製造業
卸売業,
小売業

学術研
究,
専門・
技術
サービ
ス業

宿泊業,
飲食
サービ
ス業

生活関
連サー
ビス業,
娯楽業

医療,
福祉

サービ
ス業
（他に
分類さ
れない
もの）

産業計 製造業
卸売業,
小売業

学術研
究,
専門・
技術
サービ
ス業

宿泊業,
飲食
サービ
ス業

生活関
連サー
ビス業,
娯楽業

医療,
福祉

サービ
ス業
（他に
分類さ
れない
もの）

4.7 4.5 5.1 4.5 5.0 5.6 3.7 4.8 -12.0 -7.3 -17.8 -1.5 -7.8 -27.5 -1.4 1.9 1.9 1.8 2.2 1.4 1.7 2.2 2.1

4.5 4.2 5.1 4.8 4.1 5.0 3.9 4.1 -10.8 -13.7 -22.4 -1.1 -0.0 1.9 1.8 2.1 2.5 1.3 1.4 2.5 1.6

4.5 3.4 4.4 3.9 6.0 4.7 4.4 4.6 -9.2 -6.6 -10.8 -20.2 -2.7 -12.0 -1.8 1.8 1.2 1.7 1.6 2.0 1.3 2.7 1.8

4.6 4.3 5.0 4.5 4.7 5.3 3.9 4.5 -11.1 -10.2 -17.5 -12.3 -1.1 -6.6 -22.8 -0.8 1.9 1.8 1.9 2.3 1.5 1.5 2.4 1.8

Ｒ
５
年

4.3 4.2 4.4 4.8 4.5 5.3 3.5 4.2 -14.2 -13.2 -15.0 -2.3 -34.0 -35.8 -0.8 -5.8 1.8 1.8 1.6 2.4 1.5 1.4 2.2 1.7

（注）空欄は該当する数値がないことを示す。

Ａ

Ｂ

Ｃ

計

第２表　事業所の平均賃金改定率

賃金引上げ実施事業所 賃金引下げ実施事業所 賃金改定実施事業所及び凍結事業所の合計

ランク
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第３表　事業所の賃金引上げ率の分布の特性値

第１・
四分位数

中位数
第３・

四分位数
分散係数

第１・
四分位数

中位数
第３・

四分位数
分散係数

第１・
四分位数

中位数
第３・

四分位数
分散係数

第１・
四分位数

中位数
第３・

四分位数
分散係数

（Q１）  （Q２） （Q３） （Q１）  （Q２） （Q３） （Q１）  （Q２） （Q３） （Q１）  （Q２） （Q３）

1.5 3.2 5.0 0.55 1.5 3.0 5.0 0.58 1.6 3.2 5.2 0.56 2.2 3.5 5.0 0.40

1.6 3.2 5.2 0.56 1.8 3.0 5.0 0.53 1.9 3.5 5.6 0.53 2.0 3.5 5.5 0.50

1.5 3.2 5.5 0.63 1.1 3.0 5.0 0.65 1.7 3.2 5.3 0.56 2.0 3.2 5.0 0.47

1.6 3.2 5.2 0.56 1.6 3.0 5.0 0.57 1.7 3.4 5.3 0.53 2.0 3.5 5.2 0.46

Ｒ
５
年

1.3 2.9 5.0 0.64 1.6 3.0 5.0 0.57 1.4 3.0 5.0 0.60 1.5 3.0 5.7 0.70

第１・
四分位数

中位数
第３・

四分位数
分散係数

第１・
四分位数

中位数
第３・

四分位数
分散係数

第１・
四分位数

中位数
第３・

四分位数
分散係数

第１・
四分位数

中位数
第３・

四分位数
分散係数

（Q１）  （Q２） （Q３） （Q１）  （Q２） （Q３） （Q１）  （Q２） （Q３） （Q１）  （Q２） （Q３）

1.8 4.1 7.0 0.63 1.3 3.1 8.0 1.08 1.5 2.7 4.5 0.56 1.5 3.2 5.1 0.56

1.0 3.7 5.9 0.66 1.9 3.8 6.7 0.63 1.4 2.5 5.1 0.74 1.7 3.6 5.0 0.46

2.6 4.5 8.0 0.60 1.5 3.7 5.8 0.58 1.4 3.0 5.4 0.67 2.0 3.0 5.0 0.50

1.2 4.0 6.7 0.69 1.5 3.5 8.0 0.93 1.4 2.7 5.0 0.67 1.7 3.3 5.0 0.50

Ｒ
５
年

1.3 3.0 5.0 0.62 1.3 3.1 7.0 0.92 1.0 2.0 4.2 0.80 1.5 2.7 5.0 0.65

（注）１　特性値は、賃金引上げ実施事業所についてみたものである。

　×　１／２

Ａ

Ｂ

Ｃ

計

宿泊業，飲食サービス業 医療，福祉

　　　２　分散係数 ＝
第３・四分位数（Ｑ３）　－　第１・四分位数（Ｑ１）

中位数（Ｑ２）

Ａ

Ｂ

Ｃ

計

ランク

ランク

サービス業（他に分類されないもの）

学術研究, 専門・技術サービス業

生活関連サービス業, 娯楽業

産業計 製造業 卸売業，小売業

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

％ ％％％

％ ％％
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（円、％）

Ｒ５年
６月

Ｒ６年
６月

Ｒ５年
Ｒ５年
６月

Ｒ６年
６月

Ｒ５年
Ｒ５年
６月

Ｒ６年
６月

Ｒ５年
Ｒ５年
６月

Ｒ６年
６月

Ｒ５年
Ｒ５年
６月

Ｒ６年
６月

Ｒ５年
Ｒ５年
６月

Ｒ６年
６月

Ｒ５年
Ｒ５年
６月

Ｒ６年
６月

Ｒ５年
Ｒ５年
６月

Ｒ６年
６月

Ｒ５年

Ａ 1,601 1,637 2.2 2.3 1,645 1,677 1.9 1.7 1,641 1,670 1.8 2.3 1,838 1,875 2.0 2.6 1,261 1,306 3.6 2.8 1,452 1,484 2.2 1.1 1,615 1,655 2.5 1.8 1,728 1,756 1.6 3.2

Ｂ 1,383 1,416 2.4 2.0 1,432 1,469 2.6 2.3 1,377 1,409 2.3 1.5 1,705 1,724 1.1 2.1 1,140 1,165 2.2 2.4 1,249 1,288 3.1 2.3 1,443 1,475 2.2 1.9 1,430 1,467 2.6 1.3

Ｃ 1,253 1,287 2.7 2.1 1,232 1,274 3.4 2.2 1,270 1,298 2.2 2.2 1,554 1,602 3.1 0.9 1,071 1,094 2.1 2.2 1,107 1,146 3.5 3.4 1,255 1,296 3.3 1.8 1,410 1,444 2.4 1.6

計 1,454 1,488 2.3 2.1 1,493 1,528 2.3 2.1 1,464 1,495 2.1 1.9 1,756 1,787 1.8 2.2 1,177 1,210 2.8 2.6 1,315 1,351 2.7 1.8 1,487 1,523 2.4 1.9 1,547 1,580 2.1 2.2

Ａ 1,838 1,873 1.9 2.0 1,844 1,870 1.4 1.6 1,887 1,925 2.0 2.5 2,104 2,138 1.6 3.1 1,443 1,504 4.2 1.5 1,688 1,690 0.1 1.8 1,882 1,959 4.1 1.3 1,871 1,900 1.5 1.6

Ｂ 1,591 1,618 1.7 1.6 1,587 1,624 2.3 2.3 1,579 1,607 1.8 1.4 1,999 2,017 0.9 1.5 1,301 1,302 0.1 1.0 1,493 1,525 2.1 2.1 1,753 1,735 -1.0 1.2 1,602 1,635 2.1 0.8

Ｃ 1,418 1,460 3.0 1.6 1,393 1,437 3.2 1.9 1,406 1,437 2.2 2.0 1,776 1,827 2.9 0.3 1,189 1,239 4.2 2.3 1,228 1,283 4.5 3.3 1,448 1,494 3.2 0.1 1,529 1,577 3.1 1.3

計 1,669 1,701 1.9 1.8 1,666 1,699 2.0 1.9 1,673 1,706 2.0 2.0 2,028 2,058 1.5 2.2 1,350 1,384 2.5 1.3 1,536 1,559 1.5 2.1 1,763 1,795 1.8 1.1 1,699 1,732 1.9 1.2

Ａ 1,428 1,463 2.5 2.6 1,297 1,338 3.2 2.3 1,414 1,438 1.7 2.2 1,601 1,643 2.6 2.5 1,163 1,199 3.1 3.6 1,341 1,385 3.3 0.6 1,574 1,609 2.2 1.9 1,520 1,548 1.8 5.2

Ｂ 1,232 1,268 2.9 2.1 1,143 1,180 3.2 2.4 1,181 1,214 2.8 1.7 1,452 1,474 1.5 2.8 1,082 1,116 3.1 2.8 1,136 1,181 4.0 2.7 1,403 1,439 2.6 1.9 1,186 1,228 3.5 2.4

Ｃ 1,138 1,168 2.6 2.3 993 1,028 3.5 2.9 1,144 1,169 2.2 2.4 1,342 1,388 3.4 1.8 1,022 1,037 1.5 2.2 1,037 1,071 3.3 3.4 1,225 1,264 3.2 2.0 1,183 1,214 2.6 2.2

計 1,298 1,333 2.7 2.3 1,185 1,223 3.2 2.4 1,267 1,296 2.3 1.9 1,516 1,550 2.2 2.6 1,103 1,135 2.9 3.1 1,209 1,252 3.6 1.9 1,447 1,484 2.6 1.9 1,321 1,357 2.7 3.8

第４表①　一般労働者及びパートタイム労働者の賃金上昇率（男女別内訳）

１時間当たり
賃金額

賃金上昇率

男
　
　
女
　
　
計

男

生活関連サービス業, 娯楽業

１時間当たり
賃金額

賃金上昇率

サービス業（他に分類されないもの）

１時間当たり
賃金額

宿泊業，飲食サービス業 医療，福祉

賃金上昇率
１時間当たり

賃金額
賃金上昇率

女

性

ランク

学術研究, 専門・技術サービス業

１時間当たり
賃金額

賃金上昇率
１時間当たり

賃金額
賃金上昇率

１時間当たり
賃金額

産業計 製造業 卸売業，小売業

賃金上昇率
１時間当たり

賃金額
賃金上昇率
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（円、％）

Ｒ５年
６月

Ｒ６年
６月

Ｒ５年
Ｒ５年
６月

Ｒ６年
６月

Ｒ５年
Ｒ５年
６月

Ｒ６年
６月

Ｒ５年
Ｒ５年
６月

Ｒ６年
６月

Ｒ５年
Ｒ５年
６月

Ｒ６年
６月

Ｒ５年
Ｒ５年
６月

Ｒ６年
６月

Ｒ５年
Ｒ５年
６月

Ｒ６年
６月

Ｒ５年
Ｒ５年
６月

Ｒ６年
６月

Ｒ５年

Ａ 1,601 1,637 2.2 2.3 1,645 1,677 1.9 1.7 1,641 1,670 1.8 2.3 1,838 1,875 2.0 2.6 1,261 1,306 3.6 2.8 1,452 1,484 2.2 1.1 1,615 1,655 2.5 1.8 1,728 1,756 1.6 3.2

Ｂ 1,383 1,416 2.4 2.0 1,432 1,469 2.6 2.3 1,377 1,409 2.3 1.5 1,705 1,724 1.1 2.1 1,140 1,165 2.2 2.4 1,249 1,288 3.1 2.3 1,443 1,475 2.2 1.9 1,430 1,467 2.6 1.3

Ｃ 1,253 1,287 2.7 2.1 1,232 1,274 3.4 2.2 1,270 1,298 2.2 2.2 1,554 1,602 3.1 0.9 1,071 1,094 2.1 2.2 1,107 1,146 3.5 3.4 1,255 1,296 3.3 1.8 1,410 1,444 2.4 1.6

計 1,454 1,488 2.3 2.1 1,493 1,528 2.3 2.1 1,464 1,495 2.1 1.9 1,756 1,787 1.8 2.2 1,177 1,210 2.8 2.6 1,315 1,351 2.7 1.8 1,487 1,523 2.4 1.9 1,547 1,580 2.1 2.2

Ａ 1,827 1,867 2.2 2.2 1,828 1,856 1.5 1.5 1,886 1,919 1.7 1.9 1,934 1,980 2.4 2.5 1,567 1,652 5.4 1.2 1,668 1,705 2.2 1.8 1,751 1,801 2.9 2.2 1,898 1,933 1.8 3.4

Ｂ 1,543 1,571 1.8 2.0 1,519 1,553 2.2 2.5 1,558 1,588 1.9 1.8 1,801 1,814 0.7 1.8 1,423 1,405 -1.3 2.7 1,428 1,444 1.1 2.5 1,504 1,533 1.9 1.6 1,548 1,587 2.5 1.2

Ｃ 1,366 1,407 3.0 1.9 1,321 1,366 3.4 2.1 1,383 1,423 2.9 2.0 1,621 1,668 2.9 1.2 1,249 1,271 1.8 1.5 1,224 1,249 2.0 2.9 1,309 1,355 3.5 1.7 1,459 1,503 3.0 1.2

計 1,629 1,664 2.1 2.0 1,610 1,644 2.1 2.1 1,658 1,690 1.9 1.9 1,847 1,881 1.8 2.1 1,455 1,486 2.1 2.2 1,502 1,526 1.6 2.2 1,562 1,601 2.5 1.8 1,669 1,708 2.3 2.3

Ａ 1,281 1,309 2.2 2.6 1,178 1,223 3.8 2.7 1,245 1,269 1.9 3.2 1,437 1,440 0.2 3.2 1,137 1,167 2.6 3.5 1,228 1,253 2.0 -0.2 1,477 1,507 2.0 1.6 1,347 1,360 1.0 2.3

Ｂ 1,131 1,171 3.5 1.7 1,113 1,161 4.3 1.7 1,056 1,093 3.5 0.9 1,281 1,324 3.4 3.3 1,056 1,094 3.6 2.3 1,091 1,150 5.4 2.1 1,353 1,389 2.7 2.4 1,118 1,148 2.7 1.2

Ｃ 1,054 1,077 2.2 2.5 940 972 3.4 2.3 1,074 1,081 0.7 2.7 1,109 1,166 5.1 -1.1 987 1,011 2.4 2.5 963 1,020 5.9 4.4 1,159 1,190 2.7 1.9 1,194 1,184 -0.8 3.3

計 1,185 1,218 2.8 2.1 1,125 1,168 3.8 2.1 1,134 1,162 2.5 2.1 1,351 1,373 1.6 3.0 1,077 1,111 3.2 2.7 1,132 1,178 4.1 1.4 1,388 1,421 2.4 1.9 1,227 1,246 1.5 1.5

第４表②　一般労働者及びパートタイム労働者の賃金上昇率（一般・パート別内訳）

１時間当たり
賃金額

賃金上昇率

一
般
パ
ー

ト
計

一
般

サービス業（他に分類されないもの）

１時間当たり
賃金額

医療，福祉

賃金上昇率
１時間当たり

賃金額
賃金上昇率

１時間当たり
賃金額

賃金上昇率

パ
ー

ト

就業
形態

ランク

学術研究, 専門・技術サービス業 生活関連サービス業, 娯楽業

１時間当たり
賃金額

賃金上昇率
１時間当たり

賃金額
賃金上昇率

１時間当たり
賃金額

賃金上昇率
１時間当たり

賃金額

産業計 製造業 卸売業，小売業 宿泊業，飲食サービス業

賃金上昇率
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（円、％）

Ｒ５年
６月

Ｒ６年
６月

Ｒ５年
Ｒ５年
６月

Ｒ６年
６月

Ｒ５年
Ｒ５年
６月

Ｒ６年
６月

Ｒ５年
Ｒ５年
６月

Ｒ６年
６月

Ｒ５年
Ｒ５年
６月

Ｒ６年
６月

Ｒ５年
Ｒ５年
６月

Ｒ６年
６月

Ｒ５年
Ｒ５年
６月

Ｒ６年
６月

Ｒ５年
Ｒ５年
６月

Ｒ６年
６月

Ｒ５年

Ａ 1,611 1,655 2.7 2.4 1,653 1,698 2.7 2.4 1,654 1,696 2.5 2.0 1,842 1,891 2.7 3.1 1,274 1,317 3.4 3.8 1,451 1,490 2.7 1.6 1,620 1,667 2.9 2.3 1,744 1,784 2.3 2.2

Ｂ 1,391 1,431 2.9 2.4 1,441 1,483 2.9 2.6 1,386 1,428 3.0 1.8 1,723 1,753 1.7 3.1 1,142 1,176 3.0 3.0 1,252 1,295 3.4 3.3 1,446 1,487 2.8 2.3 1,444 1,484 2.8 2.6

Ｃ 1,259 1,298 3.1 2.7 1,237 1,282 3.6 3.0 1,279 1,313 2.7 2.6 1,572 1,622 3.2 2.3 1,080 1,101 1.9 3.1 1,108 1,158 4.5 3.1 1,255 1,304 3.9 2.6 1,414 1,452 2.7 2.6

計 1,462 1,503 2.8 2.5 1,501 1,545 2.9 2.5 1,475 1,516 2.8 2.0 1,767 1,809 2.4 3.0 1,184 1,220 3.0 3.4 1,316 1,358 3.2 2.6 1,490 1,534 3.0 2.3 1,561 1,600 2.5 2.4

Ａ 1,852 1,898 2.5 2.2 1,849 1,895 2.5 2.2 1,902 1,950 2.5 1.7 2,106 2,151 2.1 2.8 1,477 1,531 3.7 2.9 1,688 1,714 1.5 2.1 1,910 1,965 2.9 2.6 1,885 1,926 2.2 2.2

Ｂ 1,599 1,639 2.5 2.3 1,598 1,643 2.8 2.6 1,587 1,634 3.0 1.8 2,016 2,045 1.4 3.1 1,290 1,306 1.2 2.0 1,484 1,522 2.6 3.7 1,781 1,801 1.1 2.3 1,609 1,649 2.5 2.4

Ｃ 1,429 1,474 3.1 2.5 1,399 1,450 3.6 2.9 1,414 1,455 2.9 2.6 1,799 1,844 2.5 2.0 1,215 1,263 4.0 2.5 1,232 1,290 4.7 3.5 1,453 1,494 2.8 1.5 1,541 1,583 2.7 2.4

計 1,680 1,723 2.6 2.3 1,674 1,720 2.7 2.4 1,684 1,730 2.7 1.9 2,038 2,076 1.9 2.8 1,363 1,400 2.7 2.4 1,532 1,569 2.4 2.9 1,787 1,826 2.2 2.4 1,709 1,750 2.4 2.3

Ａ 1,433 1,474 2.9 2.7 1,305 1,349 3.4 2.8 1,423 1,460 2.6 2.4 1,605 1,656 3.2 3.4 1,167 1,203 3.1 4.5 1,338 1,382 3.3 1.2 1,575 1,620 2.9 2.2 1,532 1,569 2.4 2.3

Ｂ 1,237 1,277 3.2 2.5 1,148 1,186 3.3 2.7 1,188 1,225 3.1 1.8 1,462 1,493 2.1 3.1 1,088 1,129 3.8 3.5 1,143 1,188 3.9 3.0 1,402 1,446 3.1 2.3 1,191 1,231 3.4 2.9

Ｃ 1,141 1,176 3.1 2.8 993 1,030 3.7 3.1 1,152 1,180 2.4 2.6 1,352 1,407 4.1 2.9 1,027 1,039 1.2 3.5 1,036 1,083 4.5 3.1 1,224 1,274 4.1 2.7 1,183 1,213 2.5 2.9

計 1,302 1,342 3.1 2.6 1,191 1,231 3.4 2.8 1,276 1,311 2.7 2.2 1,523 1,567 2.9 3.3 1,108 1,143 3.2 3.8 1,211 1,256 3.7 2.3 1,447 1,492 3.1 2.3 1,329 1,367 2.9 2.6

Ａ 1,836 1,885 2.7 2.4 1,833 1,879 2.5 2.3 1,895 1,941 2.4 1.8 1,934 1,985 2.6 3.1 1,604 1,665 3.8 2.6 1,669 1,715 2.8 2.4 1,758 1,813 3.1 2.7 1,910 1,960 2.6 2.3

Ｂ 1,547 1,587 2.6 2.5 1,530 1,571 2.7 2.7 1,558 1,604 3.0 1.8 1,809 1,837 1.5 3.1 1,400 1,419 1.4 3.1 1,423 1,452 2.0 3.9 1,510 1,548 2.5 2.4 1,562 1,604 2.7 2.3

Ｃ 1,371 1,418 3.4 2.7 1,326 1,375 3.7 3.0 1,389 1,434 3.2 2.6 1,636 1,687 3.1 2.6 1,250 1,282 2.6 2.1 1,225 1,269 3.6 3.0 1,311 1,366 4.2 2.8 1,468 1,512 3.0 2.2

計 1,635 1,680 2.8 2.4 1,619 1,662 2.7 2.6 1,662 1,708 2.8 1.9 1,852 1,894 2.3 3.0 1,458 1,497 2.7 2.7 1,500 1,538 2.5 3.0 1,568 1,615 3.0 2.6 1,683 1,728 2.7 2.3

Ａ 1,283 1,318 2.7 2.6 1,183 1,223 3.4 2.6 1,250 1,285 2.8 2.3 1,431 1,465 2.4 2.9 1,138 1,173 3.1 4.4 1,224 1,254 2.5 0.3 1,479 1,517 2.6 1.8 1,354 1,369 1.1 2.1

Ｂ 1,133 1,175 3.7 2.4 1,112 1,164 4.7 2.1 1,060 1,095 3.3 1.9 1,310 1,349 3.0 2.9 1,060 1,099 3.7 3.1 1,096 1,151 5.0 2.4 1,349 1,395 3.4 2.1 1,111 1,145 3.1 3.4

Ｃ 1,058 1,083 2.4 2.7 938 973 3.7 2.6 1,080 1,095 1.4 2.6 1,134 1,171 3.3 -0.8 992 1,008 1.6 3.8 962 1,021 6.1 3.6 1,155 1,190 3.0 1.8 1,194 1,210 1.3 3.9

計 1,187 1,224 3.1 2.4 1,126 1,171 4.0 2.3 1,140 1,172 2.8 2.2 1,361 1,397 2.6 2.7 1,081 1,116 3.2 3.8 1,132 1,178 4.1 1.6 1,387 1,428 3.0 1.9 1,226 1,250 2.0 2.8

（資料注）第４表①、②の集計労働者29,463人のうち、本表の集計対象となる令和５年６月と令和６年６月の両方に在籍していた労働者は24,639人（83.6％）。

パ
ー

ト

男

女

一
般

１時間当たり
賃金額

計

賃金上昇率
１時間当たり

賃金額
賃金上昇率

１時間当たり
賃金額

賃金上昇率
１時間当たり

賃金額
賃金上昇率

１時間当たり
賃金額

賃金上昇率

第４表③　一般労働者及びパートタイム労働者の賃金上昇率（令和５年６月と令和６年６月の両方に在籍していた労働者のみを対象とした集計）

性

就業
形態

ランク

産業計 製造業 卸売業，小売業 学術研究, 専門・技術サービス業 宿泊業，飲食サービス業 生活関連サービス業, 娯楽業 医療，福祉 サービス業（他に分類されないもの）

１時間当たり
賃金額

賃金上昇率
１時間当たり

賃金額
賃金上昇率

１時間当たり
賃金額

賃金上昇率
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参考１　賃金引上げの実施時期別事業所数割合

（％）

変わらない 早　い 遅　い その他

100.0 79.4 8.5 1.7 10.5

100.0 76.4 9.8 2.6 11.3

100.0 73.7 13.0 2.0 11.3

100.0 77.2 9.7 2.2 11.0

Ｒ
５
年

100.0 76.2 9.2 1.7 12.8

（注）「その他」には、前年には賃金引上げを実施しなかった事業所や、

　　　会社の設立が前年のため賃金引上げを行うのは今年が初めてである事業所が該当する。

Ｃ

計

１～６月に
賃金引上げを
実施した事業所

賃金引上げの実施時期は、昨年と比較して

ランク

Ａ

Ｂ
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（％）

計 事由１ 事由２ 事由３ 事由４ 事由５ 計 事由１ 事由２ 事由３ 事由４ 事由５ 計 事由１ 事由２ 事由３ 事由４ 事由５ 計 事由１ 事由２ 事由３ 事由４ 事由５

100.0 19.5 3.2 16.8 52.2 8.4 100.0 21.5 1.3 17.7 55.4 4.0 100.0 22.7 4.2 14.0 53.2 5.9 100.0 17.3 1.5 12.8 57.5 10.9

100.0 17.2 2.9 17.2 56.8 5.9 100.0 24.1 2.5 12.3 55.3 5.8 100.0 16.5 1.6 21.0 55.8 5.0 100.0 24.6 10.4 7.9 51.6 5.6

100.0 23.4 2.5 18.6 46.8 8.6 100.0 30.8 4.0 19.5 35.6 10.0 100.0 25.5 2.5 17.4 48.5 6.0 100.0 11.7 4.5 21.5 53.0 9.3

100.0 18.9 2.9 17.2 53.7 7.3 100.0 23.7 2.2 15.3 53.4 5.4 100.0 20.1 2.7 17.8 53.8 5.5 100.0 19.5 5.1 11.8 54.8 8.8

Ｒ
５
年

100.0 19.7 2.4 13.5 55.4 9.1 100.0 23.0 2.9 12.9 51.7 9.6 100.0 22.9 2.4 14.2 51.3 9.2 100.0 14.8 2.9 13.1 61.6 7.6

計 事由１ 事由２ 事由３ 事由４ 事由５ 計 事由１ 事由２ 事由３ 事由４ 事由５ 計 事由１ 事由２ 事由３ 事由４ 事由５ 計 事由１ 事由２ 事由３ 事由４ 事由５

100.0 14.0 2.1 25.7 47.0 11.2 100.0 12.4 2.2 15.1 58.6 11.6 100.0 31.2 7.5 17.9 33.2 10.2 100.0 14.7 3.0 11.5 61.5 9.3

100.0 16.1 3.1 21.5 53.0 6.2 100.0 8.1 0.0 14.5 71.5 5.9 100.0 24.4 2.1 15.3 45.7 12.5 100.0 12.2 5.7 14.3 64.0 3.7

100.0 21.9 2.7 27.1 38.8 9.4 100.0 21.1 1.4 14.1 55.6 7.9 100.0 31.0 2.7 7.2 43.9 15.2 100.0 15.4 1.0 18.1 56.2 9.3

100.0 16.1 2.7 24.0 48.7 8.7 100.0 11.4 1.0 14.7 64.5 8.4 100.0 28.1 4.5 15.5 40.1 11.8 100.0 13.5 4.1 13.9 62.0 6.4

Ｒ
５
年

100.0 16.8 1.9 16.9 54.7 9.7 100.0 12.9 1.5 10.8 65.6 9.2 100.0 29.7 3.5 18.5 38.6 9.6 100.0 11.1 2.0 5.9 73.8 7.2

 （注）事由１　昨年同様、７月以降実施の予定

　　　事由２　昨年は１～６月に実施したが、今年は７月以降実施の予定

　　　事由３　昨年は実施したが、今年は凍結の予定

　　　事由４　昨年は実施していないし、今年も実施しない予定

　　　事由５　昨年は実施しなかったが、今年は７月以降実施の予定

参考２　事由別賃金改定未実施事業所割合

宿泊業，飲食サービス業 医療，福祉 サービス業（他に分類されないもの）

産　　業　　計 製　　造　　業 卸売業，小売業 学術研究, 専門・技術サービス業

生活関連サービス業, 娯楽業

ランク

Ａ

Ｂ

Ｃ

計

計

ランク

Ａ

Ｂ

Ｃ
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１　パートタイム労働者比率

（％）

令和５年 令和６年

39.5 40.1

２　男女別労働者数比率

（％）

令和５年 令和６年

男性 42.1 42.2

女性 57.9 57.8

３　年間所定労働日数（事業所平均）

（日）

令和４年度 令和５年度

241.5 241.6

付表　労働者構成比率及び年間所定労働日数

- 11-
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（単位：円）

都道府県
生活保護（生活扶助基準（１
類費＋２類費＋期末一時扶助
費）＋住宅扶助）(注２)

最低賃金（令和４年度）
×173.8×0.807

最低賃金（令和５年度）
×173.8×0.807

北 海 道 105,420 129,036 134,646
青 森 96,898 119,639 125,950
岩 手 94,541 119,779 125,249
宮 城 100,681 123,847 129,457
秋 田 95,065 119,639 125,810
山 形 95,925 119,779 126,231
福 島 93,822 120,340 126,231
茨 城 93,674 127,774 133,665
栃 木 97,452 128,054 133,805
群 馬 95,970 125,530 131,140
埼 玉 111,507 138,433 144,184
千 葉 108,634 138,012 143,903
東 京 122,940 150,355 156,106
神 奈 川 118,515 150,215 155,965
新 潟 98,099 124,828 130,579
富 山 93,211 127,353 132,963
石 川 96,854 124,969 130,859
福 井 93,833 124,548 130,579
山 梨 91,417 125,950 131,561
長 野 94,993 127,353 132,963
岐 阜 96,589 127,634 133,244
静 岡 101,748 132,402 138,012
愛 知 103,347 138,293 144,044
三 重 94,548 130,859 136,470
滋 賀 98,455 130,018 135,628
京 都 109,039 135,768 141,379
大 阪 111,683 143,483 149,233
兵 庫 107,839 134,646 140,397
奈 良 97,481 125,670 131,280
和 歌 山 94,405 124,688 130,298
鳥 取 93,271 119,779 126,231
島 根 90,855 120,200 126,792
岡 山 99,532 125,109 130,719
広 島 103,326 130,439 136,049
山 口 91,140 124,548 130,158
徳 島 88,228 119,919 125,670
香 川 94,560 123,145 128,756
愛 媛 96,119 119,639 125,810
高 知 92,083 119,639 125,810
福 岡 98,749 126,231 131,981
佐 賀 90,699 119,639 126,231
長 崎 93,208 119,639 125,950
熊 本 92,413 119,639 125,950
大 分 91,522 119,779 126,091
宮 崎 91,442 119,639 125,810
鹿 児 島 91,076 119,639 125,810
沖 縄 94,745 119,639 125,670

（注１）　上記の額は四捨五入後の額である。

（注２）　生活保護のデータについて、生活扶助基準は都道府県内の人口による加重平均であり、住宅扶助は実績値である。

最低賃金額と生活保護費の比較（令和６年度）
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資料№５

令和２年10月1日改正
1 広島県における18～19歳の単身世帯の例（限度額） （単位：円）

1 1 2 1 2

（
該
当
な
し
）

広島市 福山市
呉市
府中町

（
該
当
な
し
）

三原市
尾道市
府中市
大竹市
廿日市市
海田町
坂町

竹原市
三次市
庄原市
東広島市
安芸高田市
江田島市
熊野町

安芸太田町
北広島町
大崎上島町
世羅町
神石高原町

生
活
扶
助

第１類費

及び

第２類費

73,830 73,830 73,830 71,460 68,430 66,940

2 その他の加算額 （単位：円）

1 1 2 1 2

（
該
当
な
し
）

広島市 福山市
呉市
府中町

（
該
当
な
し
）

三原市
尾道市
府中市
大竹市
廿日市市
海田町
坂町

竹原市
三次市
庄原市
東広島市
安芸高田市
江田島市
熊野町

安芸太田町
北広島町
大崎上島町
世羅町
神石高原町

2,630 2,630 2,630 2,630 2,630 2,630

13,520 13,520 13,520 12,250 11,610 10,970

3 広島県の住宅扶助（特別基準額） （単位：円）

1 1 2 1 2

（
該
当
な
し
）

広島市 福山市
呉市
府中町

（
該
当
な
し
）

三原市
尾道市
府中市
大竹市
廿日市市
海田町
坂町

竹原市
三次市
庄原市
東広島市
安芸高田市
江田島市
熊野町

安芸太田町
北広島町
大崎上島町
世羅町
神石高原町

① 単身世帯 38,000 34,000 35,000 35,000 33,000 33,000

② 世帯人員２名 46,000 41,000 42,000 42,000 40,000 40,000

③ 世帯人員３～５名 49,000 44,000 46,000 46,000 43,000 43,000

④ 世帯人員６名 53,000 48,000 49,000 49,000 46,000 46,000

⑤ 世帯人員７名以上 59,000 53,000 55,000 55,000 52,000 52,000

生活扶助基準額（広島県）

２級地 ３級地

2

広 島 県

級 地 区 分
１級地 ２級地 ３級地

2

広 島 県

級 地 区 分
１級地

期末一時扶助費
（毎年12月）

冬季加算額
（Ⅵ区・単身世帯）
（11月～３月）

級 地 区 分

15

１級地 ２級地

広 島 県

３級地

2



令和６年度業務改善助成金のご案内

業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）を30円以上引き上げ、生産性向
上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。

申請期限：令和６年12月27日
（事業完了期限：令和７年１月31日）

事業場内最低賃金
の引き上げ計画

設備投資等の計画
機械設備導入､コンサルティン
グ､人材育成･教育訓練など

業務改善助成金を支給
（最大600万円）

業務改善助成金とは？

対象となる設備投資など

助成上限額や助成率などの
詳細は中面をチェック！

助成対象事業場における、生産性向上に資する設備投資等が助成の対象となります。
また、一部の事業者については、助成対象となる経費が拡充されます。

経 費 区 分 対 象 経 費 の 例

機器・設備の導入 • POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
• リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮

経営コンサルティング 国家資格者による、顧客回転率の向上を目的とした業務フロー見直し

その他 顧客管理情報のシステム化

対象事業者・申請の単位

※ 事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立てて申請いただき、交付決定後に計画どおりに事業を進め、事
業の結果を報告いただくことにより、設備投資等にかかった費用の一部が助成金として支給されます。

• 中小企業・小規模事業者であること
• 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること
• 解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと

以上の要件を満たした事業者は、事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立て、
（工場や事務所などの労働者がいる）事業場ごとに申請いただきます。

申請の流れや注意事項は
裏面をチェック！

助成対象経費の具体例について、詳しくは、リーフレット中面（生産性向上のヒント集）をご覧ください。

別々に
申請

助成金額の計算方法

助成される金額は、生産性向上に資する設備投資等にかかった費用に一定の助成率をかけた金額と
助成上限額とを比較し、いずれか安い方の金額となります。

＜例＞
○事業場内最低賃金が898円
→助成率9/10
○8人の労働者を988円まで引上げ（90円コース）
→助成上限額450万円
○設備投資などの額は600万円

540万円
(＝600万円×9/10)

450万円
(＝助成上限額)＞

450万円が支給されます。

（設備投資費用×助成率） （90円コースの助成上限額）

工場A 事務所B

計画の承認
と実施
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助成上限額・助成率

コース
区分

事業場内
最低賃金の
引き上げ額

引き上げる
労働者数

助成上限額

右記以外
の事業者

事業場規模
30人未満の
事業者

30円
コース 30円以上

１人 3 0 万円 6 0万円
２～３人 5 0 万 円 9 0万 円
４～６人 7 0 万 円 1 0 0万 円
７人以上 1 0 0 万 円 1 2 0万 円
10人以上※ 1 2 0 万 円 1 3 0万 円

45円
コース 45円以上

１人 4 5 万円 8 0万円
２～３人 7 0 万 円 1 1 0万 円
４～６人 1 0 0 万 円 1 4 0万 円
７人以上 1 5 0 万 円 1 6 0万 円
10人以上※ 1 8 0 万 円 1 8 0 万 円

60円
コース 60円以上

１人 6 0 万円 1 1 0万円
２～３人 9 0 万 円 1 6 0万 円
４～６人 1 5 0 万 円 1 9 0万 円
７人以上 2 3 0 万 円 2 3 0 万 円
10人以上※ 3 0 0 万 円 3 0 0 万 円

90円
コース 90円以上

１人 9 0 万 円 1 7 0万 円
２～３人 1 5 0 万 円 2 4 0万 円
４～６人 2 7 0 万 円 2 9 0万 円
７人以上 4 5 0 万 円 4 5 0 万 円
10人以上※ 6 0 0 万 円 6 0 0 万 円

助成上限額

900円未満 9/10
900円以上
950円未満 ４/５(9/10)

9 5 0円以上 ３/４(4/5)

（ ）内は生産性要件を満たした事業場の場合

※ 10人以上の上限額区分は、特例事業者が、10人以上の労働者の賃金を引き上げる
場合に対象になります。

▶ 事業場内最低賃金である労働者
▶ 事業場内最低賃金である労働者の賃金を引き上げることにより、賃金額が追い抜かれる労働者
が「引き上げる労働者」に算入されます。
（ただし、いずれも申請コースと同額以上賃金を引き上げる必要があります。）

＜例：事業場内最低賃金950円の事業場で30円コースを申請する場合＞
Ａ：事業場内最低賃金である労働者なので、「引き上げる労働者」に算入可
Ｂ：申請コース以上賃金を引き上げていないので、算入不可
Ｃ：Ａに賃金額が追い抜かれる労働者であり、かつ、申請コース以上賃金を引き上
げているので、算入可

Ｄ：既に引上げ後の事業場内最低賃金以上なので、算入不可

助成率

「引き上げる労働者数」の数え方

① 賃金
要件

申請事業場の事業場内最低賃金が950
円未満である事業者

②
物価
高騰等
要件

原材料費の高騰など社会的・経済的環
境の変化等の外的要因により、申請前
３か月間のうち任意の１か月の利益率
が前年同月に比べ３％ポイント※以上
低下している事業者

特例事業者

※「％ポイント（パーセントポイント）」とは、パーセ
ントで表された２つの数値の差を表す単位です。

以下の要件に当てはまる場合が特例事業者と
なります。なお、②に該当する場合は、助成
対象経費の拡充も受けられます。

＜事業場内最低賃金とは？＞
事業場で最も低い時間給を指します。
（ただし、業務改善助成金では、雇入
れ後３か月を経過した労働者の事業場
内最低賃金を引き上げていただく必要
があります。）
事業場内最低賃金の計算方法は、地域
別最低賃金（国が例年10月頃に改定す
る都道府県単位の最低賃金額）と同様、
最低賃金法第４条及び最低賃金法施行
規則第１条又は第２条の規定に基づい
て算定されます。
ご不明点があれば、管轄の労働局雇用
環境・均等部室または賃金課室までお
尋ねください。

物価高騰等要件に該当する事業者は、一定の
自動車の導入やパソコン等の新規導入が認め
られる場合がございます。詳しくはP3の
「助成対象経費の特例」をご覧ください。
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賃金引き上げに当たっての注意点

助成対象経費の具体例

助成対象経費の具体例は、「生産性向上のヒント集」や厚生労働省ウェブサイトに掲載されています。

生産性向上のヒント集 検 索

• 地域別最低賃金の発効に対応して事業場内最低賃金を引き上げる場合、発効日の前日までに引き上げて
いただく必要があります。

• 引き上げ後の事業場内最低賃金額と同額を就業規則等に定めていただく必要がございます。
• 令和６年度より、複数回に分けての事業場内最低賃金の引上げは認められなくなりましたので、ご注意
ください。
（例）10月1日に新しい地域別最低賃金（1,000円→1,050円）が発効される場合

発効日の前日（9月30日）までに事
業場内最低賃金の引き上げ（1,005
円→1,050円）を完了（※）

発効日の当日（10月１日）に
事業場内最低賃金の引き上げ
（1,005円→1,050円）を実施 対象外対象！

助成対象経費の特例

特例事業者のうち、②物価高騰等要件に該当する場合、通常は、助成対象となる生産性向上に資する設
備投資等として認められていないパソコン等や一部の自動車も助成対象となります（パソコン等は新規
導入に限ります）。

助 成 対 象 経 費 一般
事業者

特例事業者
（②のみ）

生産性向上に資する設備投資等 〇 〇

生産性向上に資する設備投資等のうち、
• 定員７人以上または車両本体価格200万円以下の乗用自動車や貨物自動車
• PC、スマホ、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入

× 〇

※ 併せて、就業規則等に事業場内最低賃金が1,050円である
旨、定めていただく必要があります。
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注意事項・お問い合わせ等

業務改善助成金 検 索

• 過去に業務改善助成金を活用した事業者も助成対象となります。
• 予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。
• 交付決定前に助成対象設備の導入を行った場合は助成の対象となりません。
• 必ず最新の交付要綱・要領で助成要件をご確認ください。

（参考）働き方改革推進支援資金
日本政策金融公庫では、事業場内最低
賃金の引き上げに取り組む方に、設備
資金や運転資金の融資を行っています。
詳しくは、事業場がある都道府県の日
本政策金融公庫の窓口にお問い合わせ
ください。

日本政策金融公庫
店舗検索

（R６.３）

交付申請書等の提出先は管轄の都道府県労働局 雇用環境・均等部（室）です

• 生産量要件や関連する経費が終了しました。
• 事業完了期限が、2025（令和７）年１月31日※になりました。
※やむを得ない事由がある場合は、理由書の提出により、2025（令和７）年３月31日とできる場合がございます。

• 令和６年度から同一事業場の申請は年１回までとなりました。

助成金支給の流れ

事業場所在地を管轄する都道府県労働局に対し、所定の様式で交付申請を行っていただきます。
労働局による申請内容の審査を経て交付決定がなされたら、申請内容に沿って事業を実施してください。
事業完了後、労働局に事業実績報告と助成金支給申請を行っていただくと、労働局による報告内容の審
査を経て、助成金が支給されます。

注意事項

令和５年度からの主な変更点

参考ウェブサイト
• 厚生労働省ウェブサイト「業務改善助成金」
最新の要綱・要領やQ&A（「生産性向上のヒント集」）、
申請書作成ツールや業務改善助成金の活用事例集などを掲載しています。

• 最低賃金特設サイト
全国の地域別最低賃金や中小企業支援事業について掲載しているほか、
サイト内の「賃金引き上げ特設ページ」では、賃金引き上げに向けた取
組事例などを紹介しています。

お問い合わせ

最低賃金特設サイト 検 索

業務改善助成金についてご不明な点は、業務改善助成金コールセンターまでお問い合わせください

電話番号：0120-366-440（受付時間 平日 8:30～17:15）

交付申請

交付申請書・事業実施
計画書等を

都道府県労働局に提出

交付決定

交付申請書等を
審査の上、通知

事業の実施

申請内容に沿って
事業を実施

（賃金の引き上げ、設備の
導入、代金の支払）

事業実績報告

労働局に事業実績報告
書等と助成金支給申請

書を提出

交付額確定と助成金支払い

事業実績報告書等を審査し、
適正と認められれば交付額の確定
と助成金の支払いを実施

助成金受領

ここで助成金が
振り込まれます
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業
務

改
善

助
成

金
の

都
道

府
県

別
実

績
（
交

付
決

定
件

数
）

令
和

3
年

度
令

和
4
年

度
令

和
5
年

度
北

海
道

1
2
0

2
0
1

6
2
8

青
 森
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令和５年度　業務改善助成金アンケート結果(速報)

アンケート回収事業場　 126 事業場

1 業務改善助成金の認知度

A　制度を知っていた 70 認知率 55.6%

B　制度を知らなかった 54

C　回答なし 2

2 業務改善助成金制度を知るきっかけ

A　厚生労働省ホームページ 　　 42 33.3%

B　社会保険労務士からの紹介 　 34 27.0%

C　商工会議所・商工会からの紹介 11 8.7%

D　その他 37 29.4%

E　回答なし 2 1.6%

3 業務改善助成金が生産性向上に役立ったか

A　大変役に立った 119 94.4%

B　やや役に立った 7 5.6%

C　あまり役に立たなかった 0 0.0%

D　全く役に立たなかった 0 0.0%

4 取組の結果、どのような効果があったか（複数可）

A　生産性の向上につながった 122

B　事業場内最低賃金以外の賃金で働く労働

  者の賃金も引き上げることができた 43

C　人材の確保につながった 8

D　その他の効果（具体的に：） 5

5 今後も業務改善助成金を利用したいか

A　利用したい 74 58.7%

B　設備投資する予定が今後あれば、考えた

 い 40 31.7%

C　利用しない 0 0.0%

D　無回答 12 9.5%

Cを選んだ場合、その理由 該当なし
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％
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％
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。
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。
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。
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６
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半

期
の

額
は

年
率

で
あ

る
。

　
　

　
３

　
鉱

工
業

生
産

指
数

の
令

和
６

年
５

月
分

の
数

値
は

速
報

値
で

あ
る

。

　
　

　
４

　
平

成
2
9
年

以
前

の
鉱

工
業

生
産

指
数

、
製

造
工

業
稼

働
率

指
数

は
接

続
指

数
で

あ
り

、
稼

働
率

指
数

接
続

指
数

の
暦

年
値

は
月

次
原

指
数

の
1
2
か

月
平

均
値

を
労

働
基

準
局

賃
金

課
に

て
算

出
。

　
　

　
　

　
ま

た
、

平
成

3
0
年

以
前

の
鉱

工
業

生
産

指
数

、
製

造
工

業
稼

働
率

指
数

の
前

年
比

は
公

表
当

時
に

お
け

る
指

数
値

か
ら

計
算

さ
れ

た
も

の
で

あ
り

、
接

続
指

数
で

計
算

し
た

前
年

比
と

は

　
　

　
　

　
必

ず
し

も
一

致
し

な
い

。

実
質

前
期

比

Ｇ
Ｄ

Ｐ
（

国
内

総
生

産
）

鉱
工

業
生

産
指

数
製

造
工

業
稼

働
率

指
数

名
目

前
期

比

倒
産

件
数

完
全

失
業

者
数

（
月

平
均

）

実
数

前
年

差

資
料

出
所

内
閣

府
「

国
民

経
済

計
算

」
経

済
産

業
省

「
鉱

工
業

指
数

」
東
京
商
工
リ
サ
ー
チ
調
べ

総
務

省
「

労
働

力
調

査
」

指
数

前
期

比
指

数
前

期
比

実
数

前
年

比

完
全

失
業

率

-
1
-
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1
1
　

企
業

の
業

況
判

断
及

び
収

益
　

(
1
)
　

日
銀

短
観

に
よ

る
企

業
の

業
況

判
断

及
び

収
益

　
イ

　
業

況
判

断
（

Ｄ
Ｉ

）

（
「

良
い

」
－

「
悪

い
」

・
％

ポ
イ

ン
ト

）

３
月

６
月

９
月

1
2
月

３
月

６
月

９
月

1
2
月

３
月

６
月

９
月

1
2
月

３
月

6
月

最
近

6
月

先
行

き

製
造

業
-
6

2
5

6
2

1
0

2
-
4

-
1

0
5

4
5

6

非
製

造
業

-
9

-
7

-
7

0
-
2

4
5

1
0

1
2

1
4

1
6

1
8

1
8

1
9

1
3

製
造

業
5

1
4

1
8

1
8

1
4

9
8

7
1

5
9

1
2

1
1

1
3

1
4

非
製

造
業

-
1

1
2

9
9

1
3

1
4

1
9

2
0

2
3

2
7

3
0

3
4

3
3

2
7

製
造

業
-
2

5
6

6
3

0
0

1
-
5

0
0

5
6

8
7

非
製

造
業

-
1
1

-
8

-
6

1
0

6
7

1
1

1
4

1
7

1
9

2
0

2
0

2
2

1
6

製
造

業
-
1
3

-
7

-
3

-
1

-
4

-
4

-
4

-
2

-
6

-
5

-
5

1
-
1

-
1

0

非
製

造
業

-
1
1

-
9

-
1
0

-
4

-
6

-
1

2
6

8
1
1

1
2

1
4

1
3

1
2

8

資
料

出
所

　
日

本
銀

行
「

全
国

企
業

短
期

経
済

観
測

調
査

」
（

日
銀

短
観

）

（
注

）
１

 
調

査
対

象
調

査
対

象
企

業
は

下
表

の
と

お
り

で
あ

る
。

な
お

、
総

務
省

「
事

業
所

母
集

団
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
」

に
基

づ
き

調
査

対
象

企
業

の
選

定
を

行
っ

て
い

る
。

調
査

対
象

企
業

数
は

、
令

和
６

年
６

月
調

査
の

時
点

で
、

9
,
0
7
6
社

で
あ

る
。

大
企

業

中
堅

企
業

中
小

企
業

　
　

　
２

　
業

況
判

断
（

Ｄ
Ｉ

）

(
1
)
　

回
答

企
業

の
収

益
を

中
心

と
し

た
、

業
況

に
つ

い
て

の
全

般
的

な
判

断
を

、
「

最
近

（
回

答
時

点
）

の
状

況
」

お
よ

び
「

先
行

き
（

３
か

月
後

）
の

状
況

」
に

つ
い

て
、

　
 
季

節
変

動
要

因
を

除
い

た
実

勢
ベ

ー
ス

で
、

３
つ

の
選

択
肢

（
「

１
．

良
い

」
、

「
２

．
さ

ほ
ど

良
く

な
い

」
、

「
３

．
悪

い
」

）
の

中
か

ら
１

つ
を

選
び

回
答

し
て

も
ら

う
。

(
2
)
　

３
つ

の
選

択
肢

毎
の

回
答

社
数

を
単

純
集

計
し

、
全

回
答

社
数

に
対

す
る

「
回

答
社

数
構

成
百

分
比

」
を

算
出

す
る

。

　
　

 
そ

し
て

、
次

式
に

よ
り

デ
ィ

フ
ュ

ー
ジ

ョ
ン

・
イ

ン
デ

ッ
ク

ス
（

D
i
f
f
u
s
i
o
n
 
I
n
d
e
x
）

を
算

出
す

る
。

令
和

６
年

2
千

万
円

以
上

1
億

円
未

満

Ｄ
Ｉ＝

（
第

１
選

択
肢

の
回

答
者

数
構

成
百

分
比

）
－

（
第

３
選

択
肢

の
回

答
者

数
構

成
百

分
比

）

大
企

業

中
堅

企
業

中
小

企
業

資
本

金

1
0

億
円

以
上

1
億

円
以

上
1
0
億

円
未

満

規
模

計

令
和

３
年

令
和

４
年

令
和

５
年

-
2
2
-
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ロ
　

経
常

利
益

増
減

　
　

ハ
　

売
上

高
経

常
利

益
率

（
前

年
度

比
・

％
）

（
％

）

令
和

３
年

度
令

和
４

年
度

令
和

５
年

度
令

和
６

年
度

令
和

３
年

度
令

和
４

年
度

令
和

５
年

度
令

和
６

年
度

（
計

画
）

（
計

画
）

製
造

業
5
0
.
7

8
.
0

9
.
6

-
8
.
1

製
造

業
8
.
7
9

8
.
6
4

9
.
1
0

8
.
1
7

非
製

造
業

3
5
.
8

2
4
.
0

1
4
.
6

-
7
.
2

非
製

造
業

4
.
8
5

5
.
5
7

6
.
1
4

5
.
6
1

製
造

業
5
3
.
7

1
1
.
7

9
.
1

-
8
.
8

製
造

業
1
0
.
4
8

1
0
.
5
2

1
1
.
5
0

1
0
.
2
3

非
製

造
業

4
4
.
4

3
2
.
7

1
5
.
5

-
8
.
5

非
製

造
業

6
.
3
1

7
.
6
1

8
.
7
1

7
.
7
8

製
造

業
3
7
.
3

-
3
.
4

1
0
.
5

-
4
.
4

製
造

業
6
.
2
1

5
.
5
5

5
.
4
5

5
.
0
7

非
製

造
業

3
1
.
6

1
8
.
0

1
3
.
3

-
4
.
6

非
製

造
業

3
.
7
3

4
.
1
1

4
.
4
6

4
.
1
6

製
造

業
4
5
.
0

-
7
.
8

1
2
.
7

-
6
.
4

製
造

業
4
.
8
7

4
.
2
4

4
.
7
1

4
.
3
5

非
製

造
業

2
1
.
8

8
.
4

1
3
.
2

-
5
.
8

非
製

造
業

3
.
7
0

3
.
7
9

4
.
1
0

3
.
8
7

資
料

出
所

　
日

本
銀

行
「

全
国

企
業

短
期

経
済

観
測

調
査

」
（

日
銀

短
観

）
資

料
出

所
　

日
本

銀
行

「
全

国
企

業
短

期
経

済
観

測
調

査
」

（
日

銀
短

観
）

（
注

）
経

常
利

益
増

減
（

注
）

売
上

高
経

常
利

益
率

　
　

回
答

企
業

の
経

常
損

益
（

損
益

計
算

書
を

作
成

す
る

場
合

の
経

常
損

益
。

財
務

　
　

回
答

企
業

の
総

売
上

高
（

財
務

諸
表

等
規

則
に

準
拠

し
、

回
答

企
業

の

　
諸

表
等

規
則

に
準

拠
し

、
回

答
企

業
の

個
別

決
算

ベ
ー

ス
。

）
に

つ
い

て
、

年
度

　
個

別
決

算
ベ

ー
ス

。
）

に
つ

い
て

、
経

常
利

益
増

減
と

同
様

に
母

集
団

推

　
の

実
績

計
数

、
お

よ
び

計
画

（
予

測
）

計
数

を
回

答
し

て
も

ら
い

、
層

別
に

１
社

　
計

値
を

算
出

し
、

こ
れ

で
経

常
損

益
の

母
集

団
推

計
値

を
除

し
て

、
売

上

　
当

た
り

の
平

均
値

を
出

し
た

上
で

、
層

別
の

母
集

団
数

を
乗

じ
、

こ
れ

を
合

計
し

　
高

経
常

利
益

率
を

算
出

す
る

。

　
た

推
計

値
を

前
期

値
と

比
較

し
て

率
を

算
出

す
る

。

　

中
堅

企
業

中
堅

企
業

中
小

企
業

中
小

企
業

規
模

計
規

模
計

大
企

業
大

企
業

-
2
3
-
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(
3
)
　
中
小
企
業
景
況
調
査
に
よ
る
業
況
判
断
（
Ｄ
Ｉ
）

（
「
好
転
」
－
「
悪
化
」
・
％
ポ
イ
ン
ト
、
前
年
同
期
比
）

１
～

３
月

４
～

６
月

７
～

９
月

1
0
～
1
2
月

１
～
３
月

４
～
６
月

７
～
９
月

1
0
～
1
2
月

１
～
３
月

４
～
６
月

７
～
９
月

1
0
～
1
2
月

１
～
３
月

４
～
６
月

合
計

-
4
4
.
7

-
2
5
.
6

-
3
1
.
3

-
2
3
.
6

-
3
4
.
6

-
1
9
.
4

-
2
2
.
6

-
1
9
.
3

-
2
1
.
1

-
1
0
.
5

-
1
3
.
7

-
1
4
.
8

-
1
8
.
3

-
1
5
.
7

製
造

業
-
4
4
.
5

-
1
8
.
6

-
1
6
.
8

-
1
3
.
7

-
2
1
.
6

-
1
4
.
6

-
1
8
.
5

-
1
5
.
9

-
1
9
.
4

-
1
1
.
5

-
1
5
.
1

-
1
5
.
1

-
1
9
.
9

-
1
8
.
8

建
設

業
-
1
9
.
0

-
1
6
.
2

-
1
8
.
2

-
1
4
.
6

-
2
2
.
6

-
2
0
.
6

-
1
8
.
7

-
1
7
.
4

-
1
8
.
7

-
1
3
.
7

-
1
5
.
6

-
1
2
.
9

-
1
4
.
5

-
1
1
.
8

卸
売

業
-
4
4
.
6

-
2
0
.
2

-
2
7
.
4

-
1
7
.
3

-
2
5
.
2

-
1
2
.
5

-
1
8
.
5

-
1
2
.
7

-
1
6
.
3

-
6
.
7

-
7
.
9

-
1
0
.
3

-
1
5
.
1

-
1
2
.
4

小
売

業
-
4
7
.
7

-
3
5
.
5

-
4
5
.
3

-
3
7
.
4

-
4
7
.
6

-
3
1
.
0

-
3
3
.
2

-
3
0
.
1

-
3
1
.
5

-
2
1
.
5

-
2
5
.
4

-
2
6
.
4

-
2
8
.
4

-
2
5
.
0

サ
ー
ビ
ス

業
-
5
3
.
3

-
2
8
.
3

-
3
7
.
7

-
2
5
.
4

-
4
1
.
4

-
1
5
.
2

-
1
9
.
9

-
1
5
.
5

-
1
6
.
6

-
0
.
9

-
4
.
2

-
7
.
2

-
1
1
.
7

-
8
.
8

資
料
出
所
　

中
小

企
業

庁
・

(
独

）
中

小
企

業
基

盤
整

備
機

構
「

中
小
企
業
景
況
調
査
」

（
注
）
１
　

本
調

査
の

調
査

対
象

企
業

は
以

下
の

と
お

り
（

全
国
で
約
１
万
９
千
社
）
で
あ
る
。

　
　
　
　
製

造
業

、
建

設
業

：
資

本
金

３
億

円
以

下
又

は
従

業
員
３
０
０
人
以
下

卸
売
業
：
資
本
金
１
億
円
以
下
又
は
従
業
員
１
０
０
人
以
下

　
　
　
　
小

売
業

：
資

本
金

５
千

万
円

以
下

又
は

従
業

員
５

０
人
以
下

サ
ー
ビ
ス
業
：
資
本
金
５
千
万
円
以
下
又
は
従
業
員
１
０
０
人
以
下

　
　
　
２
　

「
Ｄ

Ｉ
」

と
は

、
D
i
f
f
u
s
i
o
n
 
I
n
d
e
x
の

略
で

、
「
増
加
」
・
「
好
転
」
し
た
な
ど
と
す
る
企
業
の
割
合
（
百
分
率
）
か
ら
、

　
　
　
　
「

減
少

」
・

「
悪

化
」

し
た

な
ど

と
す

る
企

業
の

割
合
（
百
分
率
）
を
引
い
た
値
で
あ
る
。

令
和

３
年

令
和
４
年

令
和
５
年

令
和
６
年

-
2
8
-
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(
2
)
　

消
費

者
物

価
地

域
差

指
数

の
推

移
①

（
都

道
府

県
庁

所
在

都
市

）

平
成

2
6
年

平
成

2
7
年

平
成

2
8
年

平
成

2
9
年

平
成

3
0
年

令
和

元
年

令
和

２
年

令
和

３
年

令
和

４
年

令
和

５
年

全
国

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

東
京

1
0
6
.
1

1
0
4
.
3

1
0
5
.
2

1
0
5
.
1

1
0
5
.
1

1
0
5
.
4

1
0
6
.
0

1
0
5
.
3

1
0
5
.
5

1
0
5
.
4

神
奈

川
1
0
4
.
8

1
0
3
.
9

1
0
4
.
9

1
0
4
.
8

1
0
5
.
1

1
0
4
.
7

1
0
3
.
7

1
0
3
.
6

1
0
3
.
7

1
0
3
.
7

大
阪

1
0
1
.
2

1
0
1
.
0

1
0
0
.
7

1
0
0
.
2

9
9
.
9

9
9
.
7

1
0
0
.
7

1
0
0
.
7

1
0
0
.
3

1
0
0
.
0

愛
知

9
9
.
9

9
9
.
7

9
9
.
4

9
9
.
0

9
8
.
9

9
8
.
5

9
8
.
5

9
8
.
9

9
9
.
2

9
9
.
2

埼
玉

1
0
3
.
0

1
0
3
.
2

1
0
3
.
1

1
0
2
.
8

1
0
2
.
8

1
0
2
.
7

1
0
1
.
6

1
0
1
.
1

1
0
1
.
4

1
0
1
.
3

千
葉

1
0
0
.
0

1
0
0
.
2

1
0
0
.
7

1
0
0
.
8

1
0
1
.
1

1
0
1
.
3

1
0
1
.
1

1
0
0
.
6

1
0
0
.
7

1
0
1
.
1

兵
庫

1
0
1
.
3

1
0
1
.
6

1
0
1
.
5

1
0
1
.
2

1
0
1
.
2

1
0
0
.
9

1
0
0
.
3

9
9
.
9

9
9
.
4

9
9
.
0

京
都

1
0
1
.
3

1
0
0
.
8

1
0
0
.
9

1
0
0
.
9

1
0
0
.
9

1
0
0
.
8

1
0
1
.
6

1
0
1
.
1

1
0
0
.
8

1
0
0
.
7

茨
城

9
9
.
0

9
9
.
2

9
8
.
4

9
8
.
6

9
8
.
6

9
8
.
7

9
8
.
3

9
8
.
6

9
8
.
9

9
9
.
0

静
岡

9
9
.
3

9
9
.
3

9
9
.
1

9
9
.
2

9
9
.
2

9
9
.
7

9
9
.
9

9
9
.
9

1
0
0
.
0

1
0
0
.
1

富
山

9
8
.
3

9
8
.
7

9
8
.
8

9
9
.
2

9
9
.
5

9
8
.
9

9
9
.
0

9
9
.
0

9
8
.
6

9
8
.
8

広
島

9
8
.
5

9
9
.
3

9
9
.
0

9
9
.
2

9
8
.
9

9
8
.
9

9
8
.
7

9
8
.
8

9
8
.
9

9
9
.
0

滋
賀

1
0
0
.
2

1
0
0
.
7

1
0
0
.
4

1
0
1
.
0

1
0
0
.
4

1
0
0
.
5

1
0
0
.
0

1
0
0
.
4

1
0
0
.
0

9
9
.
5

栃
木

1
0
0
.
6

1
0
0
.
4

9
9
.
4

9
9
.
4

9
9
.
2

9
9
.
1

9
9
.
7

9
9
.
5

9
9
.
4

9
8
.
5

群
馬

9
7
.
2

9
6
.
6

9
5
.
9

9
6
.
1

9
6
.
4

9
6
.
7

9
6
.
6

9
6
.
5

9
6
.
1

9
6
.
5

宮
城

9
8
.
4

9
8
.
5

9
8
.
7

9
9
.
1

9
9
.
2

9
9
.
9

9
9
.
4

9
9
.
6

9
9
.
7

1
0
0
.
1

山
梨

9
8
.
6

9
9
.
0

9
8
.
9

9
8
.
9

9
9
.
4

9
9
.
4

9
8
.
2

9
8
.
3

9
8
.
9

9
8
.
6

三
重

9
8
.
7

9
7
.
9

9
8
.
3

9
8
.
0

9
8
.
2

9
8
.
1

9
8
.
0

9
8
.
2

9
8
.
5

9
8
.
2

石
川

9
9
.
7

1
0
0
.
8

1
0
0
.
6

1
0
0
.
5

1
0
0
.
3

1
0
0
.
3

9
9
.
9

9
9
.
9

9
9
.
4

9
9
.
8

福
岡

9
7
.
7

9
8
.
3

9
7
.
6

9
7
.
4

9
7
.
0

9
7
.
5

9
7
.
8

9
8
.
0

9
7
.
8

9
7
.
7

香
川

9
8
.
4

9
9
.
1

9
8
.
9

9
8
.
9

9
8
.
9

9
8
.
7

9
8
.
7

9
9
.
3

9
9
.
1

9
8
.
6

岡
山

9
9
.
1

9
8
.
9

9
8
.
5

9
8
.
8

9
8
.
5

9
7
.
6

9
7
.
6

9
8
.
0

9
7
.
9

9
8
.
0

福
井

9
8
.
7

9
9
.
4

9
9
.
0

9
8
.
9

9
9
.
3

9
9
.
4

9
9
.
0

9
9
.
0

9
8
.
8

9
8
.
7

奈
良

9
7
.
1

9
6
.
9

9
6
.
0

9
6
.
4

9
6
.
7

9
7
.
1

9
6
.
7

9
6
.
9

9
6
.
7

9
6
.
6

山
口

9
8
.
9

9
9
.
1

9
9
.
0

9
9
.
0

9
8
.
5

9
9
.
2

9
9
.
9

1
0
0
.
3

1
0
0
.
5

1
0
0
.
3

長
野

9
7
.
2

9
7
.
4

9
7
.
2

9
7
.
1

9
7
.
5

9
8
.
3

9
8
.
3

9
8
.
0

9
8
.
2

9
8
.
4

北
海

道
9
8
.
7

9
8
.
7

9
9
.
1

9
9
.
5

9
9
.
6

9
9
.
5

1
0
0
.
1

1
0
0
.
6

1
0
0
.
9

1
0
1
.
6

岐
阜

9
8
.
2

9
8
.
3

9
8
.
0

9
8
.
3

9
8
.
1

9
8
.
2

9
8
.
3

9
8
.
1

9
7
.
9

9
7
.
8

徳
島

9
8
.
6

9
9
.
3

9
9
.
8

9
9
.
8

1
0
0
.
2

1
0
0
.
5

9
9
.
9

1
0
0
.
1

9
9
.
3

9
8
.
7

福
島

1
0
1
.
3

1
0
1
.
5

1
0
1
.
2

1
0
1
.
1

1
0
0
.
3

1
0
0
.
4

1
0
0
.
4

1
0
0
.
6

1
0
0
.
7

1
0
0
.
6

新
潟

9
9
.
0

9
9
.
5

9
9
.
3

9
9
.
2

9
8
.
9

9
8
.
9

9
8
.
7

9
8
.
7

9
9
.
0

9
8
.
7

和
歌

山
1
0
0
.
5

9
9
.
7

9
9
.
9

1
0
0
.
1

9
9
.
8

9
9
.
2

9
9
.
2

9
9
.
1

9
8
.
9

9
8
.
1

愛
媛

9
7
.
6

9
8
.
4

9
8
.
3

9
8
.
3

9
8
.
0

9
7
.
9

9
8
.
4

9
8
.
6

9
8
.
7

9
8
.
8

島
根

1
0
0
.
2

1
0
0
.
7

1
0
0
.
5

1
0
0
.
1

9
9
.
8

9
9
.
9

9
9
.
5

1
0
0
.
2

9
9
.
8

1
0
0
.
2

大
分

9
8
.
3

9
8
.
4

9
8
.
0

9
7
.
7

9
8
.
0

9
8
.
4

9
8
.
5

9
8
.
1

9
7
.
7

9
7
.
3

熊
本

9
8
.
9

9
8
.
3

9
8
.
6

9
8
.
6

9
8
.
4

9
8
.
4

9
8
.
7

9
9
.
0

9
9
.
0

9
8
.
9

山
形

1
0
0
.
2

1
0
0
.
4

1
0
0
.
4

1
0
0
.
4

9
9
.
4

1
0
0
.
1

1
0
0
.
3

1
0
0
.
5

1
0
0
.
3

1
0
0
.
9

佐
賀

9
6
.
7

9
6
.
9

9
6
.
5

9
6
.
5

9
6
.
9

9
7
.
2

9
8
.
0

9
8
.
0

9
7
.
9

9
7
.
8

長
崎

1
0
0
.
3

1
0
2
.
0

1
0
1
.
8

1
0
1
.
7

1
0
1
.
2

1
0
0
.
8

1
0
0
.
3

9
9
.
9

9
9
.
9

9
9
.
7

岩
手

9
7
.
8

9
9
.
3

9
9
.
0

9
9
.
4

9
9
.
4

9
9
.
2

9
9
.
0

9
9
.
5

9
9
.
1

9
9
.
7

高
知

9
8
.
6

9
9
.
2

9
9
.
2

9
9
.
5

9
9
.
2

9
9
.
8

9
9
.
3

1
0
0
.
1

9
9
.
5

1
0
0
.
0

鳥
取

9
7
.
8

9
7
.
9

9
8
.
0

9
8
.
1

9
8
.
3

9
8
.
2

9
7
.
6

9
7
.
8

9
7
.
9

9
8
.
3

秋
田

9
8
.
1

9
8
.
2

9
7
.
7

9
8
.
1

9
8
.
2

9
8
.
2

9
8
.
1

9
8
.
6

9
9
.
1

9
9
.
1

鹿
児

島
9
8
.
1

9
7
.
5

9
6
.
6

9
7
.
3

9
7
.
2

9
7
.
3

9
7
.
4

9
7
.
6

9
6
.
8

9
6
.
1

宮
崎

9
6
.
8

9
7
.
3

9
6
.
9

9
7
.
4

9
6
.
8

9
6
.
7

9
6
.
7

9
6
.
9

9
6
.
9

9
7
.
0

青
森

9
9
.
3

9
9
.
0

9
8
.
9

9
8
.
4

9
8
.
6

9
8
.
5

9
7
.
9

9
7
.
8

9
8
.
1

9
8
.
3

沖
縄

9
9
.
1

9
8
.
9

9
9
.
1

9
8
.
9

9
9
.
2

9
9
.
6

9
9
.
1

9
9
.
6

1
0
0
.
0

1
0
0
.
5

資
料

出
所

　
総

務
省

「
小

売
物

価
統

計
調

査
（

構
造

編
）

」
（

平
成

2
5
年

以
前

は
総

務
省

「
消

費
者

物
価

指
数

」
に

よ
る

）

（
注

）
１

　
各

都
道

府
県

の
数

値
は

、
都

道
府

県
庁

所
在

都
市

の
も

の
で

あ
る

。

　
　

　
２

　
指

数
は

「
総

合
」

で
あ

る
。

な
お

、
消

費
者

物
価

地
域

格
差

指
数

に
お

け
る

「
総

合
」

は
、

持
家

の
帰

属
家

賃
を

含
ま

な
い

。

Ｃ ラ ン ク

ラ
ン

ク
都

道
府

県
消

費
者

物
価

地
域

差
指

数
（

全
国

平
均

＝
1
0
0
）

Ａ ラ ン ク Ｂ ラ ン ク

-
4
1
-

25

kuribayashit
フリーテキスト


kuribayashit
フリーテキスト
２８



　
(
2
)
　

消
費

者
物

価
地

域
差

指
数

の
推

移
②

（
都

道
府

県
下

全
域

）

平
成

2
6
年

平
成

2
7
年

平
成

2
8
年

平
成

2
9
年

平
成

3
0
年

令
和

元
年

令
和

２
年

令
和

３
年

令
和

４
年

令
和

５
年

全
国

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

東
京

1
0
5
.
3

1
0
4
.
0

1
0
4
.
4

1
0
4
.
4

1
0
4
.
4

1
0
4
.
7

1
0
5
.
2

1
0
4
.
5

1
0
4
.
7

1
0
4
.
5

神
奈

川
1
0
3
.
6

1
0
3
.
5

1
0
4
.
3

1
0
4
.
2

1
0
4
.
3

1
0
4
.
0

1
0
3
.
2

1
0
3
.
0

1
0
3
.
1

1
0
3
.
1

大
阪

1
0
0
.
4

1
0
0
.
3

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

9
9
.
8

9
9
.
7

9
9
.
8

9
9
.
8

9
9
.
4

9
9
.
3

愛
知

9
8
.
9

9
8
.
4

9
8
.
2

9
8
.
0

9
8
.
0

9
7
.
6

9
7
.
6

9
8
.
0

9
8
.
4

9
8
.
5

埼
玉

1
0
1
.
1

1
0
1
.
7

1
0
1
.
5

1
0
1
.
2

1
0
1
.
1

1
0
1
.
0

1
0
0
.
6

1
0
0
.
3

1
0
0
.
5

1
0
0
.
4

千
葉

9
9
.
6

9
9
.
8

1
0
0
.
0

1
0
0
.
2

1
0
0
.
5

1
0
0
.
7

1
0
1
.
0

1
0
0
.
6

1
0
1
.
0

1
0
1
.
5

兵
庫

1
0
0
.
7

1
0
1
.
1

1
0
0
.
8

1
0
0
.
3

1
0
0
.
3

1
0
0
.
3

9
9
.
6

9
9
.
7

9
9
.
4

9
9
.
1

京
都

1
0
1
.
2

1
0
0
.
6

1
0
0
.
8

1
0
0
.
7

1
0
0
.
7

1
0
0
.
6

1
0
1
.
6

1
0
1
.
1

1
0
0
.
9

1
0
0
.
8

茨
城

9
8
.
3

9
8
.
1

9
7
.
6

9
7
.
9

9
7
.
9

9
8
.
1

9
7
.
7

9
7
.
8

9
8
.
2

9
8
.
0

静
岡

9
8
.
1

9
8
.
1

9
7
.
9

9
8
.
3

9
8
.
5

9
8
.
5

9
8
.
3

9
8
.
4

9
8
.
4

9
8
.
5

富
山

9
7
.
9

9
8
.
4

9
8
.
5

9
9
.
0

9
9
.
1

9
8
.
6

9
8
.
7

9
8
.
8

9
8
.
6

9
8
.
8

広
島

9
8
.
3

9
9
.
2

9
9
.
1

9
9
.
1

9
8
.
9

9
9
.
0

9
8
.
7

9
8
.
7

9
8
.
7

9
8
.
8

滋
賀

9
9
.
1

9
9
.
9

9
9
.
5

1
0
0
.
0

9
9
.
4

9
9
.
5

9
9
.
3

1
0
0
.
0

9
9
.
6

9
9
.
3

栃
木

9
9
.
0

9
9
.
0

9
8
.
4

9
8
.
4

9
8
.
2

9
8
.
2

9
8
.
3

9
8
.
1

9
8
.
3

9
7
.
6

群
馬

9
7
.
1

9
6
.
4

9
5
.
9

9
6
.
2

9
6
.
3

9
6
.
6

9
6
.
7

9
6
.
6

9
6
.
2

9
6
.
4

宮
城

9
8
.
2

9
8
.
1

9
8
.
4

9
8
.
7

9
8
.
8

9
9
.
3

9
9
.
3

9
9
.
4

9
9
.
5

9
9
.
9

山
梨

9
8
.
0

9
8
.
5

9
8
.
3

9
8
.
2

9
8
.
7

9
8
.
7

9
7
.
5

9
7
.
7

9
8
.
1

9
7
.
8

三
重

9
8
.
4

9
8
.
3

9
8
.
5

9
8
.
6

9
8
.
6

9
8
.
7

9
8
.
8

9
9
.
3

9
9
.
3

9
9
.
1

石
川

9
9
.
5

1
0
0
.
6

1
0
0
.
4

1
0
0
.
4

1
0
0
.
3

1
0
0
.
2

1
0
0
.
2

1
0
0
.
1

9
9
.
4

9
9
.
4

福
岡

9
7
.
1

9
7
.
7

9
7
.
0

9
6
.
8

9
6
.
6

9
6
.
8

9
7
.
4

9
7
.
5

9
7
.
3

9
7
.
1

香
川

9
8
.
0

9
8
.
5

9
8
.
5

9
8
.
3

9
8
.
4

9
8
.
3

9
8
.
2

9
8
.
5

9
8
.
2

9
7
.
8

岡
山

9
8
.
6

9
8
.
4

9
8
.
0

9
8
.
4

9
8
.
3

9
7
.
6

9
7
.
5

9
7
.
8

9
7
.
8

9
8
.
1

福
井

9
9
.
7

9
9
.
7

9
9
.
3

9
9
.
3

9
9
.
4

9
9
.
3

9
9
.
4

9
9
.
5

9
9
.
4

9
9
.
1

奈
良

9
7
.
2

9
7
.
3

9
6
.
6

9
6
.
8

9
7
.
1

9
7
.
5

9
7
.
3

9
7
.
3

9
7
.
0

9
7
.
1

山
口

9
7
.
9

9
8
.
8

9
9
.
1

9
8
.
9

9
8
.
5

9
8
.
7

9
9
.
4

1
0
0
.
0

9
9
.
9

9
9
.
7

長
野

9
6
.
9

9
7
.
3

9
6
.
9

9
6
.
8

9
7
.
1

9
7
.
7

9
7
.
7

9
7
.
4

9
7
.
5

9
7
.
9

北
海

道
9
8
.
9

9
9
.
2

9
9
.
2

9
9
.
8

9
9
.
8

9
9
.
9

1
0
0
.
3

1
0
0
.
8

1
0
1
.
1

1
0
1
.
7

岐
阜

9
7
.
0

9
7
.
0

9
6
.
8

9
7
.
2

9
7
.
4

9
7
.
3

9
7
.
4

9
7
.
3

9
7
.
2

9
7
.
2

徳
島

9
8
.
3

9
8
.
8

9
9
.
3

9
9
.
4

9
9
.
6

1
0
0
.
1

9
9
.
6

9
9
.
8

9
9
.
2

9
8
.
8

福
島

1
0
0
.
0

1
0
0
.
1

9
9
.
8

9
9
.
9

9
9
.
4

9
9
.
6

9
9
.
4

9
9
.
4

9
9
.
3

9
9
.
3

新
潟

9
8
.
2

9
9
.
1

9
8
.
9

9
8
.
8

9
8
.
7

9
8
.
7

9
8
.
2

9
8
.
3

9
8
.
4

9
8
.
2

和
歌

山
1
0
0
.
1

9
9
.
9

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

9
9
.
6

9
9
.
2

9
9
.
4

9
9
.
4

9
9
.
2

9
8
.
6

愛
媛

9
7
.
6

9
8
.
4

9
8
.
6

9
8
.
5

9
8
.
1

9
7
.
9

9
7
.
9

9
8
.
2

9
8
.
1

9
8
.
4

島
根

9
9
.
4

1
0
0
.
1

9
9
.
9

9
9
.
7

9
9
.
3

9
9
.
5

9
9
.
5

9
9
.
9

9
9
.
6

1
0
0
.
1

大
分

9
7
.
6

9
7
.
4

9
7
.
1

9
7
.
0

9
7
.
3

9
7
.
7

9
7
.
9

9
7
.
8

9
7
.
4

9
7
.
0

熊
本

9
8
.
2

9
8
.
2

9
8
.
6

9
8
.
6

9
8
.
6

9
8
.
8

9
8
.
7

9
9
.
0

9
8
.
9

9
8
.
9

山
形

1
0
0
.
7

1
0
0
.
8

1
0
0
.
7

1
0
1
.
0

1
0
0
.
0

1
0
0
.
2

1
0
0
.
5

1
0
0
.
8

1
0
0
.
7

1
0
1
.
2

佐
賀

9
7
.
0

9
7
.
2

9
6
.
8

9
6
.
7

9
7
.
2

9
7
.
5

9
8
.
2

9
8
.
2

9
7
.
9

9
7
.
5

長
崎

9
8
.
7

1
0
0
.
4

1
0
0
.
2

1
0
0
.
1

9
9
.
9

9
9
.
8

9
9
.
5

9
9
.
2

9
9
.
1

9
8
.
8

岩
手

9
7
.
9

9
9
.
0

9
8
.
5

9
8
.
9

9
9
.
1

9
9
.
1

9
9
.
0

9
9
.
4

9
9
.
1

9
9
.
7

高
知

9
8
.
8

9
9
.
2

9
9
.
2

9
9
.
5

9
9
.
2

9
9
.
8

9
9
.
2

9
9
.
9

9
9
.
4

1
0
0
.
0

鳥
取

9
8
.
3

9
8
.
5

9
8
.
7

9
8
.
8

9
8
.
8

9
8
.
6

9
8
.
2

9
8
.
3

9
8
.
2

9
8
.
8

秋
田

9
7
.
9

9
8
.
5

9
8
.
1

9
8
.
4

9
8
.
3

9
8
.
4

9
7
.
9

9
8
.
4

9
8
.
7

9
8
.
9

鹿
児

島
9
7
.
2

9
6
.
7

9
6
.
1

9
6
.
4

9
6
.
1

9
6
.
3

9
7
.
2

9
7
.
2

9
6
.
6

9
5
.
9

宮
崎

9
5
.
9

9
6
.
4

9
6
.
1

9
6
.
4

9
6
.
0

9
6
.
0

9
5
.
9

9
6
.
2

9
6
.
1

9
6
.
1

青
森

9
8
.
8

9
8
.
9

9
8
.
8

9
8
.
3

9
8
.
6

9
8
.
4

9
8
.
1

9
7
.
9

9
8
.
3

9
8
.
6

沖
縄

9
8
.
4

9
8
.
0

9
8
.
3

9
8
.
3

9
8
.
5

9
8
.
4

9
8
.
0

9
8
.
5

9
9
.
0

9
9
.
6

資
料

出
所

　
総

務
省

「
小

売
物

価
統

計
調

査
（

構
造

編
）

」

（
注

）
指

数
は

「
総

合
」

で
あ

る
。

な
お

、
消

費
者

物
価

地
域

差
指

数
に

お
け

る
「

総
合

」
は

、
持

家
の

帰
属

家
賃

を
含

ま
な

い
。

Ｃ ラ ン ク

ラ
ン

ク
都

道
府

県
消

費
者

物
価

地
域

差
指

数
（

全
国

平
均

＝
1
0
0
）

Ａ ラ ン ク Ｂ ラ ン ク

-
4
2
-
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最
低
賃
金
に
関
す
る
調
査
研
究
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資
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Ｊ
ＩＬ
Ｐ
Ｔ
「
最
低
賃
金
の
引
上
げ
と
企
業
行
動
に
関
す
る

調
査
」
(2
0
2
3
年
）
の
概
要
（
速
報
）

31



3

Ｊ
ＩＬ
Ｐ
Ｔ
「
最
低
賃
金
の
引
上
げ
と
企
業
行
動
に
関
す
る
調
査
」
(2
0
2
3
）
の
概
要
（
速
報
）

調
査
の
概
要

実
施
機
関

労
働

政
策

研
究

・研
修

機
構

（
JI

LP
T）

調
査
の
目
的

今
後

の
最

低
賃

金
に

関
す

る
検

討
に

資
す

る
た

め
、2

02
3年

の
最

低
賃

金
引

上
げ

に
対

す
る

中
小

企
業

の
対

応
等

に
つ

い
て

調
査

す
る

も
の

。

調
査
の
対
象

従
業

員
規

模
１

人
以

上
30

0人
未

満
の

全
国

の
企

業
20

,0
00

社
（

官
公

営
、非

営
利

法
人

除
く）

。
※

20
21

年
・2

02
2年

調
査

とも
回

答
が

あ
った

パ
ネ

ル
接

続
可

能
企

業
(3

,6
54

社
)、

20
22

年
調

査
か

ら調
査

対
象

とな
り、

当
年

調
査

に
回

答
が

あ
った

企
業

(3
,9

44
社

)を
対

象
とす

る
とと

も
に

、民
間

調
査

会
社

が
保

有
す

る
企

業
デ

ー
タベ

ー
ス

か
ら、

新
規

調
査

企
業

とし
て

、1
2,

40
2社

を
抽

出
。

※
抽

出
に

当
た

って
は

、都
道

府
県

の
グ

ル
ー

プ
（

中
央

最
低

賃
金

審
議

会
が

最
低

賃
金

の
目

安
を

示
す

際
に

用
い

る
Ａ

～
Ｃ

の
３

ラン
ク区

分
）

ご
とに

、産
業

（
15

区
分

）
×

従
業

員
規

模
（

7区
分

）
別

に
層

化
無

作
為

抽
出

。
※

な
お

、配
布

直
前

の
令

和
6年

能
登

半
島

地
震

の
発

生
に

伴
い

、被
災

地
域

（
41

社
）

の
配

布
を

中
止

した
(結

果
とし

て
、1

9,
95

9社
に

配
布

。そ
の

うち
パ

ネ
ル

接
続

企
業

3,
64

5社
。)

。
調
査
方
法

郵
送

に
よ

る
配

布
・回

収
調
査
期
間

20
24

年
1月

12
日

～
29

日
（

3月
初

旬
まで

に
到

着
した

調
査

票
を集

計
）

集
計
対
象

企
業
数
等

集
計
対
象
企

業
数
・割
合

集
計

対
象

企
業

数
：

8,
20

6社
（

41
.1

％
/1

9,
95

9社
）

（
うち

、2
02

1年
・2

02
2年

調
査

も
回

答
した

企
業

（
パ

ネ
ル

接
続

対
象

）
の

集
計

対
象

企
業

数
：

2,
54

9社
（

69
.9

％
/3

,6
45

社
）

集
計
対
象
企

業
の
主
な
属

性 備
考

・本
資

料
は

、労
働

政
策

研
究

・研
修

機
構

「最
低

賃
金

の
引

上
げ

と企
業

行
動

に
関

す
る

調
査

」（
20

23
年

）
の

速
報

値
をも

とに
厚

生
労

働
省

労
働

基
準

局
に

て
作

成
。速

報
値

で
あ

る
た

め
、数

値
が

改
訂

され
る

可
能

性
が

あ
る

。
・産

業
、企

業
規

模
、ラ

ン
クご

との
回

収
数

をも
とに

、集
計

結
果

が
母

集
団

の
構

成
比

と同
様

とな
る

よう
、復

元
処

理
（

ウェ
イト

バ
ック

）
を

行
って

い
る

。

ラン
ク

集
計

対
象

企
業

数
構

成
比

(%
)

業
種

集
計

対
象

企
業

数
構

成
比

(%
)

Ａ
ラン

ク
1,

79
2 

21
.8

建
設

業
1,

77
4 

21
.6

Ｂ
ラン

ク
4,

17
9 

50
.9

製
造

業
1,

41
5 

17
.2

Ｃ
ラン

ク
2,

23
5 

27
.2

情
報

通
信

業
14

9 
1.

8
運

輸
業

33
9 

4.
1

従
業

員
数

集
計

対
象

企
業

数
構

成
比

(%
)

卸
売

業
79

4 
9.

7
１

～
４

人
2,

70
5 

33
.0

小
売

業
1,

16
2 

14
.2

５
～

９
人

1,
99

7 
24

.3
金

融
業

、保
険

業
10

2 
1.

2
10

～
19

人
1,

53
9 

18
.8

不
動

産
業

、物
品

賃
貸

業
30

4 
3.

7
20

～
29

人
65

0 
7.

9
宿

泊
業

94
 

1.
1

30
～

49
人

63
5 

7.
7

飲
食

サ
ー

ビス
業

34
5 

4.
2

50
～

99
人

43
8 

5.
3

生
活

関
連

サ
ー

ビス
業

20
2 

2.
5

10
0～

29
9人

24
2 

2.
9

娯
楽

業
66

 
0.

8
教

育
、学

習
支

援
業

10
1 

1.
2

医
療

、福
祉

44
4 

5.
4

上
記

以
外

の
サ

ー
ビス

業
91

5 
11

.2

32



正
社
員
及
び
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
の
賃
金
決
定
の
考
慮
要
素

○
正
社
員
の
賃
金
決
定
の
考
慮
要
素
と
し
て
、
「
職
務
（
役
割
）
」
を
挙
げ
る
中
小
企
業
が
最
も
多
い
が
、
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
の
賃
金
決
定
の
考

慮
要
素
と
し
て
は
、
「
地
域
別
最
低
賃
金
」
を
挙
げ
る
中
小
企
業
が
最
も
多
く
な
っ
て
い
る
。

（
注

）
集

計
対

象
企

業
（

8,
20

6社
）

の
うち

、上
図

は
正

社
員

が
い

る
企

業
（

7,
76

6社
）

、下
図

は
パ

ー
ト・

ア
ル

バ
イト

が
い

る
企

業
（

3,
71

2社
）

に
つ

い
て

集
計

。
4

17
.7

2.
9

12
.1

24
.6

49
.0

37
.8

47
.7

27
.5

48
.6

3.
2

4.
5

0204060

地 域 別 最 低 賃 金

産 業 別 最 低 賃 金

同 じ 地 域 の 賃 金 相

場

同 じ 職 種 の 賃 金 相

場

職 務 （ 役 割 ）

成 果
経 験 年 数

年 齢
自 社 の 業 績

そ の 他

無 回 答

正
社
員
の
賃
金
決
定
の
考
慮
要
素

（
複

数
回

答
）

(％
)

51
.1

3.
4

25
.6

7.
7

35
.3

24
.4

32
.8

12
.5

25
.7

3.
5

3.
2

0204060

地 域 別 最 低 賃 金

産 業 別 最 低 賃 金

同 じ 地 域 の パ ー

ト ・ ア ル バ イ ト の

賃 金 相 場

同 じ 職 種 の 正 社 員

の 賃 金

職 務 （ 役 割 ）

成 果
経 験 年 数

年 齢
自 社 の 業 績

そ の 他

無 回 答

パ
ー
ト・
ア
ル
バ
イ
トの
賃
金
決
定
の
考
慮
要
素

（
複

数
回

答
）

(％
)

33



最
低
賃
金
引
上
げ
に
対
す
る
取
組
の
有
無
及
び
内
容

○
2
0
2
3
年
の
最
低
賃
金
引
上
げ
に
対
す
る
取
組
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
中
小
企
業
の
割
合
は
4
2
.7
％
と
な
っ
て
お
り
、
取
組
の
内
容
で
は
、
「
賃
金

の
引
上
げ
」
を
除
け
ば
、
「
製
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
価
格
・
料
金
の
引
上
げ
」
、
「
人
件
費
以
外
の
諸
経
費
等
コ
ス
ト
の
削
減
」
、
「
人
員
配
置
や
作
業
方

法
の
改
善
に
よ
る
業
務
効
率
化
」
の
順
に
取
り
組
ん
だ
企
業
割
合
が
高
く
な
っ
て
い
る
。

（
注

）
上

図
は

集
計

対
象

企
業

（
8,

20
6社

）
、下

図
は

集
計

対
象

企
業

の
うち

最
低

賃
金

引
上

げ
に

対
す

る
取

組
に

つ
い

て
「取

り組
ん

だ
こと

が
あ

った
」を

回
答

した
企

業
（

3,
87

7社
）

に
つ

い
て

集
計

。
5

取
り
組
ん
だ
こ
と
が
あ
っ
た

42
.7

取
り
組
ん
だ
こ
と
は
な
か
っ
た

52
.3

無
回
答

5.
0

0
10

20
30

40
50

60
70

80
90

10
0

20
23
年
の
最
低
賃
金
引
上
げ
に
対
す
る
取
組
の
有
無

49
.2

15
.0

33
.4

9.
0

0.
6

15
.6

11
.2

42
.8

0.
9

61
.4

39
.3

22
.2

8.
0

4.
1

3.
1

5.
9

23
.6

2.
0

4.
3

3.
2

0.
5

010203040506070

製 品 ・ サ ー ビ ス の 価 格 ・ 料 金 の 引 上

げ

製 品 ・ サ ー ビ ス の 機 能 ・ 質 の 向 上 や

新 製 品 ・ 新 サ ー ビ ス の 開 発

人 員 配 置 や 作 業 方 法 の 改 善 に よ る 業

務 効 率 化

教 育 訓 練 の 充 実

教 育 訓 練 の 抑 制

労 働 力 節 約 の た め の 設 備 の 導 入 ・ 拡

大

設 備 投 資 の 抑 制

人 件 費 以 外 の 諸 経 費 等 コ ス ト の 削 減

都 道 府 県 の 最 低 賃 金 の 格 差 を 考 慮 し

た 事 業 所 の 移 転 や 展 開

賃 金 の 引 上 げ （ 正 社 員 ）

賃 金 の 引 上 げ （ 非 正 社 員 ）

給 与 体 系 の 見 直 し

従 業 員 の 新 規 採 用 の 抑 制

従 業 員 の 採 用 の 重 点 を 非 正 社 員 か ら

正 社 員 に 切 り 替 え

パ ー ト ・ ア ル バ イ ト 等 非 正 社 員 へ の

切 り 替 え

請 負 ・ 派 遣 労 働 者 等 外 部 人 材 の 活 用

労 働 時 間 の 短 縮

年 収 を 抑 え る た め に 労 働 時 間 を 減 ら

す 従 業 員 に 対 応 し た 採 用 の 増 加

福 利 厚 生 費 用 の 削 減

そ の 他 上 記 以 外 の 対 応

無 回 答

20
23
年
の
最
低
賃
金
引
上
げ
に
対
処
す
る
た
め
の
取
組
の
内
訳

（
複

数
回

答
）

(％
)
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最
低
賃
金
引
上
げ
に
対
す
る
取
組
に
よ
る
生
産
や
売
上
の
変
化
に
関
す
る
企
業
の
認
識

○
2
0
1
6
年
以
降
の
最
低
賃
金
引
上
げ
に
対
す
る
取
組
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
中
小
企
業
に
対
し
、
取
組
の
結
果
、
労
働
者
の
１
時
間
当
た
り
の
生

産
や
売
上
が
伸
び
た
か
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
2
0
1
6
～
2
0
1
9
年
、
2
0
2
0
～
2
0
2
1
年
、
2
0
2
2
年
、
2
0
2
3
年
と
も
に
「
変
わ
ら
な
い
」
が
最
も
多
い
。
一
方
、

2
0
2
2
年
、
2
0
2
3
年
は
「
は
っ
き
り
と
し
な
い
が
、
伸
び
た
と
思
う
」
が
、
2
0
1
6
～
2
0
1
9
年
、
2
0
2
0
～
2
0
2
1
年
と
比
べ
て
増
加
し
て
い
る
。

※
１

20
22

年
・2

02
3年

調
査

に
つ

い
て

は
、「

低
下

した
」、

「は
っき

りし
な

い
が

、低
下

した
と思

う」
の

選
択

肢
の

合
算

。
※

２
20

22
年

・2
02

3年
調

査
に

お
け

る
選

択
肢

は
、「

分
か

らな
い

」
（

注
）

「2
01

6～
20

19
年

」と
「2

02
0～

20
21

年
」は

、2
02

1年
調

査
に

よ
る

も
の

。
（

注
）

集
計

対
象

企
業

（
2,

54
9社

）
の

うち
、最

低
賃

金
引

上
げ

に
対

す
る

取
組

に
つ

い
て

「取
り組

ん
だ

こと
が

あ
った

」を
回

答
した

企
業

（
20

23
年

調
査

：
1,

25
2社

、2
02

2年
調

査
：

90
9社

、2
02

1年
調

査
：

1,
41

5
社

）
に

つ
い

て
集

計
。

6

6.
5 

19
.4

 

53
.4

 

3.
9 

2.
9 

13
.8

 

5.
8 

22
.0

 

47
.6

 

13
.1

 

2.
2 

9.
3 

5.
2 

34
.8

 

47
.9

 

6.
1 

4.
8 

1.
2 

6.
4 

35
.2

 

44
.9

 

6.
9 

5.
2 

1.
4 

0102030405060

は っ き り と 伸 び た

は っ き り し な い が

伸 び た と 思 う

変 わ ら な い

低 下 し た※ １

分 か ら な い 、 何 も し て い な い 、

そ の 時 期 は 事 業 を 行 っ て い な か っ た※

２

無 回 答

最
低
賃
金
の
引
上
げ
に
対
す
る
取
組
の
結
果
、労
働
者
の
１
時
間
当
た
りの
生
産
や
売
上
が
伸
び
た
か

20
16
～

20
19
年

20
20
～

20
21
年

20
22
年

20
23
年

(％
)

35



最
低
賃
金
引
上
げ
に
対
応
す
る
た
め
に
期
待
す
る
政
策
的
支
援

○
中
小
企
業
が
最
低
賃
金
の
引
上
げ
に
対
応
し
て
い
く
た
め
に
期
待
す
る
政
策
的
支
援
と
し
て
、
「
賃
金
を
引
上
げ
た
場
合
の
税
制
優
遇
（
所
得

拡
大
税
制
等
）
の
拡
大
」
が
最
も
多
く
、
次
い
で
「
企
業
の
生
産
性
を
向
上
す
る
た
め
の
設
備
投
資
そ
の
他
の
取
組
に
対
す
る
助
成
金
の
拡
充
」

が
多
い
。

7
（

注
）

集
計

対
象

企
業

（
8,

20
6社

）
に

つ
い

て
集

計
。

37
.4

 

6.
7 

15
.8

 
21

.3
 

16
.9

 

6.
5 

15
.7

 

46
.4

 

4.
8 

5.
1 

16
.2

 

5.
5 

01020304050

企 業 の 生 産 性 （ 収 益 力 ） を 向 上 す る た め の 設

備 投 資 そ の 他 の 取 組 に 対 す る 助 成 金 の 拡 充

企 業 の 生 産 性 （ 収 益 力 ） を 向 上 さ せ た 事 例 の

紹 介

労 働 者 の 人 材 開 発 に 対 す る 支 援 の 拡 充

製 品 価 格 、 サ ー ビ ス 料 金 の 引 上 げ （ 価 格 転

嫁 ） に 対 す る 支 援 （ 取 引 適 正 化 ）

価 格 転 嫁 に つ い て 消 費 者 の 理 解 を 得 る た め の

環 境 整 備

Ｉ Ｔ 技 術 導 入 や 活 用 法 に 詳 し い 専 門 家 の 派 遣

や 相 談 サ ー ビ ス

賃 金 を 引 き 上 げ た 場 合 の 融 資 の 拡 充

賃 金 を 引 き 上 げ た 場 合 の 税 制 優 遇 （ 所 得 拡 大

税 制 等 ） の 拡 大

賃 金 の 引 上 げ に 関 す る 相 談 窓 口 の 設 置 、 支 援

情 報 の 提 供

そ の 他

期 待 す る 政 策 的 支 援 は な い

無 回 答

最
低
賃
金
の
引
上
げ
に
対
応
して
い
くた
め
に
期
待
す
る
政
策
的
支
援

（
複

数
回

答
）

(％
)
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10
.0

38
.9

17
.8

6.
2

5.
0

17
.3

4.
6

0%
10

%
20

%
30

%
40

%
50

%
60

%
70

%
80

%
90

%
10

0%

合
計

原
材
料
・仕
入
れ
価
格
の
上
昇
等
に
対
して
、製
品
や
サ
ー
ビス
の
販
売
価
格
等
に
、上
昇
コス
ト全
額
を
価
格
転
嫁
を
で
き
て
い
る
か

全
額

、で
き

て
い

る
あ

る
程

度
、で

き
て

い
る

ほ
とん

ど、
で

き
て

い
な

い
全

く、
で

き
て

い
な

い
上

昇
等

に
よ

る
影

響
は

受
け

て
い

な
い

何
とも

言
え

な
い

・分
か

らな
い

無
回

答

12
.0

8.
8 9.
4

8.
1

7.
6

5.
9

4.
0

34
.7

40
.3

43
.7

41
.0 44

.9

46
.8

48
.1

15
.6

19
.9

20
.1

20
.2

20
.0 20
.7

15
.8

6.
2

6.
3

5.
7

8.
0

6.
7

3.
4

6.
36.

8

3.
3

2.
4

5.
1 4.

2

4.
7

4.
3

19
.3 16

.9 14
.2 14

.5 13
.4

16
.0

18
.6

5.
4 4.
5

4.
4 3.

2

3.
2 2.
5

2.
9

1～
4人

5～
9人

10
～

19
人

20
～

29
人

30
～

49
人

50
～

99
人

10
0～

29
9人

（
参
考
）
従
業
員
規
模
別

原
材
料
・
仕
入
れ
価
格
の
上
昇
等
に
対
す
る
価
格
転
嫁
①

○
原
材
料
・
仕
入
れ
価
格
の
上
昇
等
に
対
し
て
、
製
品
や
サ
ー
ビ
ス
の
販
売
価
格
等
に
上
昇
コ
ス
ト
を
価
格
転
嫁
で
き
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、

「
全
額
、
で
き
て
い
る
」
又
は
「
あ
る
程
度
、
で
き
て
い
る
」
中
小
企
業
が
合
計
4
9
.0
％
。
こ
の
割
合
は
、
従
業
員
規
模
に
応
じ
た
明
確
な
傾
向
は
見

て
取
れ
な
い
。

8
（

注
）

集
計

対
象

企
業

（
8,

20
6社

）
に

つ
い

て
集

計
。

49
.0
％

37



原
材
料
・
仕
入
れ
価
格
の
上
昇
等
に
対
す
る
価
格
転
嫁
②

9
（

注
）

集
計

対
象

企
業

（
8,

20
6社

）
に

つ
い

て
集

計
。

○
価
格
転
嫁
に
関
す
る
対
応
状
況
に
つ
い
て
、
業
種
別
に
み
る
と
、
「
全
額
、
で
き
て
い
る
」
又
は
「
あ
る
程
度
、
で
き
て
い
る
」
中
小
企
業
の
割
合

が
５
割
を
超
え
る
業
種
（
建
設
業
、
製
造
業
、
卸
売
業
、
小
売
業
、
宿
泊
業
、
飲
食
サ
ー
ビ
ス
業
）
も
あ
れ
ば
、
「
ほ
と
ん
ど
、
で
き
て
い
な
い
」
又
は
「
全
く
、
で
き
て
い

な
い
」
中
小
企
業
の
割
合
が
３
割
を
超
え
る
業
種
（
運
輸
業
、
不
動
産
業
，
物
品
賃
貸
業
、
宿
泊
業
、
飲
食
サ
ー
ビ
ス
業
、
娯
楽
業
、
教
育
，
学
習
支
援
業
、
医
療
，
福
祉
）
も

あ
る
。

11
.4

10
.7

11
.1

4.
9

17
.5

12
.5

2.
1 5.

0 7.
9

4.
0

9.
7

3.
9

2.
2 4.

6 7.
8

39
.2

52
.8

22
.0

33
.9

52
.3

45
.4

3.
9

15
.4

46
.3

53
.1

35
.5

21
.2

14
.8 13

.4

30
.8

17
.3

19
.2

11
.5

24
.2

14
.1

17
.6

2.
6

16
.7

28
.5 26

.5

23
.4

25
.4

29
.3

14
.0

17
.1

2.
2

3.
7

10
.4

9.
6

2.
4

5.
5

7.
5

15
.0

3.
1

5.
9

6.
4

14
.3

7.
4

30
.2

4.
8

3.
1

1.
6

19
.8

3.
5

0.
5

1.
4

41
.4

11
.5

2.
6

1.
5

2.
2

1.
6

10
.4

5.
1 11

.5

22
.9

9.
0

19
.3 18

.4

9.
6

13
.7

35
.7 24

.7

9.
4 4.
2

15
.8

32
.9

29
.2 27

.3

23
.9

3.
8 3.
1

6.
0 5.
6 3.

6

3.
8

6.
9

11
.7

2.
4

4.
7

6.
9

0.
7

6.
7 5.

4 4.
2

0%
10

%
20

%
30

%
40

%
50

%
60

%
70

%
80

%
90

%
10

0%

建
設

業

製
造

業

情
報

通
信

業

運
輸

業

卸
売

業

小
売

業

金
融

業
，

保
険

業

不
動

産
業

，
物

品
賃

貸
業

宿
泊

業

飲
食

サ
ー

ビス
業

生
活

関
連

サ
ー

ビス
業

娯
楽

業

教
育

，
学

習
支

援
業

医
療

，
福

祉

上
記

以
外

の
サ

ー
ビス

業

（
参
考
）
業
種
別

全
額
、
で
き
て
い
る

あ
る
程
度
、
で
き
て
い
る

ほ
と
ん
ど
、
で
き
て
い
な
い

全
く
、
で
き
て
い
な
い

上
昇
等
に
よ
る
影
響
は
受
け
て
い
な
い

何
と
も
言
え
な
い
・
分
か
ら
な
い

無
回
答
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株
式
会
社
N
T
T
デ
ー
タ
経
営
研
究
所

「
最
低
賃
金
の
引
上
げ
に
関
す
る
労
働
者
の
意
識
や
対
応
等
に

関
す
る
実
態
把
握
の
た
め
の
調
査
」
(2
0
2
4
年
）
の
概
要
（
速
報
）

10

39



11

株
式
会
社
Ｎ
Ｔ
Ｔ
デ
ー
タ
経
営
研
究
所
「
最
低
賃
金
の
引
上
げ
に
関
す
る
労
働
者
の
意
識
や
対
応
等

に
関
す
る
実
態
把
握
の
た
め
の
調
査
」
(2
0
2
4
年
）
の
概
要
（
速
報
）

調
査
の
概
要

調
査
事
業
の
委
託
先

株
式

会
社

NT
Tデ

ー
タ経

営
研

究
所

（
厚

生
労

働
省

委
託

事
業

）

調
査
の
目
的

今
後

の
最

低
賃

金
に

関
す

る
検

討
に

資
す

る
た

め
、2

02
3年

の
最

低
賃

金
引

上
げ

に
対

す
る

最
賃

近
傍

雇
用

者
の

意
識

や
対

応
等

に
つ

い
て

調
査

す
る

も
の

。（
本

資
料

中
「2

02
4年

調
査

」と
表

記
）

な
お

、三
菱

UF
Jリ

サ
ー

チ
＆

コン
サ

ル
テ

ィン
グ

株
式

会
社

（
厚

生
労

働
省

委
託

事
業

）
「最

低
賃

金
の

引
上

げ
に

関
す

る
労

働
者

の
意

識
や

対
応

等
に

関
す

る
実

態
把

握
の

た
め

の
調

査
」（

20
23

年
）

は
、2

02
2年

の
最

低
賃

金
引

上
げ

に
対

す
る

最
賃

近
傍

雇
用

者
の

意
識

や
対

応
等

に
つ

い
て

調
査

した
も

の
。（

本
資

料
中

「2
02

3年
調

査
」と

表
記

）

調
査
の
対
象

時
間

当
た

り賃
金

が
勤

務
地

の
地

域
別

最
低

賃
金

の
1.

1倍
未

満
の

非
正

規
雇

用
労

働
者

で
１

年
以

上
勤

務
して

い
る

者
（

以
下

、本
調

査
に

お
い

て
「最

賃
近

傍
雇

用
者

」と
い

う。
）

※
ス

クリ
ー

ニン
グ

調
査

に
よ

り予
め

調
査

対
象

者
を

限
定

。

調
査
方
法

W
EB

上
で

の
モ

ニタ
ー

調
査

調
査
期
間

20
24

年
５

月
14

日
～

26
日

有
効
回
答
数

等

有
効
回
答
数

有
効

回
答

数
：

2,
95

9人

有
効
回
答
者
の

属
性

※
厚

生
労

働
省

「令
和

５
年

賃
金

構
造

基
本

統
計

調
査

」の
調

査
票

情
報

か
ら集

計
した

最
賃

近
傍

雇
用

者
の

属
性

（
性

別
・年

齢
階

級
・勤

務
地

の
地

域
区

分
）

別
の

構
成

比
を

も
とに

、全
体

回
答

数
を

3,
00

0人
とし

た
各

属
性

毎
の

目
標

回
答

数
を

設
定

。
※

29
歳

以
下

男
性

か
つ

勤
務

地
Ａ

ラン
クの

み
属

性
毎

の
目

標
回

答
数

に
達

しな
か

った
た

め
、本

調
査

を
集

計
す

る
際

に
は

、賃
金

構
造

基
本

調
査

に
お

け
る

最
賃

近
傍

雇
用

者
の

属
性

毎
の

構
成

比
と同

様
とな

る
よ

う、
当

該
属

性
の

み
復

元
処

理
（

ウェ
イト

バ
ック

）
を

行
って

い
る

。

備
考

本
資

料
は

、厚
生

労
働

省
委

託
事

業
「最

低
賃

金
の

引
上

げ
に

関
す

る
労

働
者

の
意

識
や

対
応

等
に

関
す

る
実

態
把

握
の

た
め

の
調

査
研

究
事

業
(令

和
6年

度
)

」の
中

間
報

告
をも

とに
厚

生
労

働
省

労
働

基
準

局
に

て
作

成
。速

報
値

で
あ

る
た

め
、数

値
が

改
訂

され
る

可
能

性
が

あ
る

。

【性
別

】
【年

齢
階

級
】

【勤
務

地
の

地
域

区
分

】
男

性
66

7人
29

歳
以

下
60

8人
Aラ

ンク
1,

50
6人

女
性

2,
29

2人
30

～
39

歳
29

5人
Bラ

ンク
1,

19
7人

合
計

2,
95

9人
40

～
49

歳
54

0人
Cラ

ンク
25

6人
50

～
59

歳
59

0人
合

計
2,

95
9人

60
歳

以
上

92
6人

合
計

2,
95

9人
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は
い

53
.3

い
い

え
36

.0
わ
か
ら
な
い

10
.7

0
20

40
60

80
10

0

過
去
１
年
以
内
の
時
間
当
た
り賃
金
の
上
昇
の
有
無

(%
)

過
去
１
年
以
内
の
時
間
当
た
り
賃
金
の
上
昇
の
有
無
と
上
昇
額

○
最
賃
近
傍
雇
用
者
の
う
ち
、
過
去
１
年
以
内
に
時
間
当
た
り
賃
金
が
上
昇
し
た
の
は
5
3
.3
％
で
あ
り
、
賃
金
上
昇
額
は
「
1
0
～
1
4
円
」
（
1
5
.0
％
）
、

「
5
0
～
5
4
円
」
（
1
3
.9
％
）
、
「
2
0
～
2
4
円
」
（
1
3
.3
％
）
の
順
に
多
く
な
っ
て
い
る
。

（
注

）
有

効
回

答
者

（
2,

95
9人

）
に

つ
い

て
集

計
。賃

金
上

昇
額

は
、過

去
１

年
以

内
に

時
間

当
た

り賃
金

の
上

昇
が

あ
った

者
（

1,
57

3人
）

に
つ

い
て

集
計

。
12

2.
5

4.
9

15
.0

4.
1

13
.3

3.
3

11
.7

2.
3

10
.7

2.
8

13
.9

0.
7

1.
8

0.
6

1.
7

0.
6

1.
2

0.
4

0.
7

0.
3

5.
0

0.
4

0.
1

0.
3

0.
1

0.
5

0.
2

0.
1

0.
7

01020

５円未満

５円～９円

１０円～１４円

１５円～１９円

２０円～２４円

２５円～２９円

３０円～３４円

３５円～３９円

４０円～４４円

４５円～４９円

５０円～５４円

５５円～５９円

６０円～６４円

６５円～６９円

７０円～７４円

７５円～７９円

８０円～８４円

８５円～８９円

９０円～９４円

９５円～９９円

１００円～１０９円

１１０円～１１９円

１２０円～１２９円

１３０円～１３９円

１４０円～１４９円

１５０円～１９９円

２００円～２４９円

２５０円～２９９円

３００円以上

１
年
前
と現
在
を
比
較
した
時
間
当
た
り賃
金
の
上
昇
額

(%
)

41



過
去
１
年
以
内
の
時
間
当
た
り
賃
金
が
上
昇
し
た
時
期
及
び
理
由

○
最
賃
近
傍
雇
用
者
に
つ
い
て
、
過
去
１
年
間
で
時
間
当
た
り
賃
金
が
上
昇
し
た
時
期
は
、
「
2
0
2
3
年
1
0
月
」
（
3
3
.5
％
）
が
最
も
多
く
、
「
2
0
2
4
年
４

月
」
（
1
7
.8
％
）
が
次
い
で
多
い
。
時
間
当
た
り
賃
金
が
上
昇
し
た
理
由
は
、
「
最
低
賃
金
が
上
が
っ
た
か
ら
」
（
7
5
.4
％
）
が
最
も
多
く
な
っ
て
い
る
。

13
（

注
）

有
効

回
答

者
（

2,
95

9人
）

の
うち

、過
去

１
年

以
内

に
時

間
当

た
り賃

金
の

上
昇

が
あ

った
者

（
1,

57
3人

）
に

つ
い

て
集

計
。

7.
0

2.
1

2.
3

4.
2

33
.5

5.
6

3.
6

3.
2

1.
7

2.
4

17
.8

5.
2

18
.1

010203040

６
月

７
月

８
月

９
月

10
月

11
月

12
月

１
月

２
月

３
月

４
月

５
月

20
23

年
20

24
年

わ
か

らな
い

時
間
当
た
り賃
金
が
上
昇
した
時
期

（
複

数
回

答
）

(%
)

75
.4

1.
5

11
.3

5.
1

3.
5

2.
9

4.
2

3.
0

1.
4

7.
0

020406080

最 低 賃 金 が 上 が っ た

か ら

年 齢 に 応 じ て 昇 給 さ

れ た か ら

勤 続 年 数 に 応 じ て 昇

給 さ れ た か ら

昇 格 や 職 務 上 の 責 務

の 増 加 に 応 じ て 昇 給

さ れ た か ら

勤 務 先 が 賃 金 引 上 げ

の 交 渉 に 応 じ て く れ

た か ら

勤 務 先 の 業 績 が よ い

か ら

勤 務 先 が 非 正 規 雇 用

労 働 者 の 待 遇 改 善 に

取 り 組 ん で い る か ら

自 分 の 技 能 が 向 上 し

た か ら （ 資 格 の 取 得

等 を 含 む ）

そ の 他

わ か ら な い

時
間
当
た
り賃
金
が
上
昇
した
理
由

（
複

数
回

答
）

(%
)

42



賃
金
上
昇
の
理
由
に
最
低
賃
金
を
挙
げ
た
労
働
者
の
暮
ら
し
向
き
、
賃
金
使
途

○
時
間
当
た
り
賃
金
の
上
昇
の
理
由
と
し
て
最
低
賃
金
引
上
げ
を
挙
げ
た
労
働
者
に
対
し
、
１
年
前
と
現
在
を
比
べ
た
暮
ら
し
向
き
の
変
化
を
尋

ね
た
と
こ
ろ
、
「
変
わ
っ
て
い
な
い
」
が
6
3
.4
％
、
「
や
や
苦
し
く
な
っ
た
」
「
苦
し
く
な
っ
た
」
が
計
2
9
.1
％
、
「
ゆ
と
り
が
増
し
た
」
「
や
や
ゆ
と
り
が
増
し

た
」
が
計
7
.4
％
と
な
っ
て
い
る
。

○
時
間
当
た
り
賃
金
の
上
昇
の
理
由
と
し
て
最
低
賃
金
引
上
げ
を
挙
げ
、
か
つ
、
１
年
前
と
現
在
を
比
べ
て
１
ヶ
月
の
賃
金
が
増
え
た
労
働
者
に
、

増
え
た
賃
金
の
使
途
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
「
ほ
ぼ
全
て
を
消
費
に
回
し
て
い
る
」
「
多
く
を
消
費
に
回
し
て
い
る
」
が
計
5
9
.7
％
と
な
っ
て
い
る
。

14
（

注
）

過
去

１
年

以
内

に
時

間
当

た
り賃

金
の

上
昇

が
あ

った
者

の
うち

賃
金

上
昇

の
理

由
が

「最
低

賃
金

が
上

が
った

か
ら」

と回
答

した
者

（
1,

18
7人

）
に

つ
い

て
集

計
。

増
え

た
賃

金
の

使
途

に
つ

い
て

は
、そ

の
うち

１
年

前
と現

在
を

比
べ

て
１

ヶ月
の

賃
金

が
増

え
た

者
（

66
6人

）
に

つ
い

て
集

計
。

※
図

表
に

表
示

され
た

数
値

は
四

捨
五

入
され

た
数

値
で

あ
る

こと
か

ら、
複

数
の

項
目

の
回

答
割

合
を

足
し上

げ
た

際
に

、実
際

の
集

計
結

果
を

足
し上

げ
た

数
値

とグ
ラフ

上
の

数
値

を
足

し上
げ

た
数

値
が

一
致

しな
い

場
合

が
あ

る
。

1.
0

6.
4

63
.4

20
.2

9.
0

04080

ゆ
とり

が
増

した
や

や
ゆ

とり
が

増
した

変
わ

って
い

な
い

や
や

苦
しく

な
った

苦
しく

な
った

１
年
前
と現
在
を
比
べ
た
、暮
らし
向
き
の
変
化

(%
)

31
.8

27
.9

20
.8

14
.0

5.
5

02040

ほ ぼ 全 て を 消

費 に 回 し て い

る

多 く を 消 費 に

回 し て い る

半 分 程 度 を 消

費 、 半 分 程 度

を 貯 蓄 に し て

い る

多 く を 貯 蓄 に

回 し て い る

ほ ぼ 全 て を 貯

蓄 に 回 し て い

る

増
え
た
賃
金
の
使
途

(%
)

43



賃
金
上
昇
の
理
由
に
最
低
賃
金
を
挙
げ
た
労
働
者
の
賃
金
及
び
労
働
時
間
の
変
化

○
時
間
当
た
り
賃
金
の
上
昇
の
理
由
と
し
て
最
低
賃
金
引
上
げ
を
挙
げ
た
労
働
者
に
対
し
、
１
年
前
と
現
在
を
比
べ
た
、
主
な
仕
事
の
労
働
時
間

の
変
化
を
聞
い
た
と
こ
ろ
、
「
変
わ
っ
て
い
な
い
」
が
6
2
.0
％
と
最
も
多
く
、
2
0
2
3
年
調
査
の
結
果
と
同
じ
傾
向
で
あ
っ
た
。

○
時
間
当
た
り
賃
金
の
上
昇
の
理
由
と
し
て
最
低
賃
金
引
上
げ
を
挙
げ
た
労
働
者
に
対
し
、
１
年
前
と
現
在
を
比
べ
た
、
主
な
仕
事
に
よ
る
１
ヶ
月

あ
た
り
の
賃
金
の
増
減
を
聞
い
た
と
こ
ろ
、
「
増
え
た
」
「
や
や
増
え
た
」
が
計
5
6
.2
％
、
「
変
わ
っ
て
い
な
い
」
が
3
3
.3
％
、
「
や
や
減
っ
た
」
「
減
っ

た
」
が
計
1
0
.4
％
と
な
っ
て
お
り
、
2
0
2
3
年
調
査
の
結
果
と
同
じ
傾
向
で
あ
っ
た
。

15

8.
0

12
.5

62
.0

13
.6

3.
9

7.
7

11
.9

67
.0

10
.3

3.
0

020406080

増
え

た
や

や
増

え
た

変
わ

って
い

な
い

や
や

減
った

減
った

１
年
前
と現
在
を
比
べ
た
、主
な
仕
事
の
労
働
時
間
の
変
化

20
24

年
調

査
（

参
考

）
20

23
年

調
査

(%
)

9.
4

46
.9

33
.3

6.
3

4.
1

11
.3

45
.4

34
.9

5.
7

2.
7

0204060

増
え

た
や

や
増

え
た

変
わ

って
い

な
い

や
や

減
った

減
った

１
年
前
と現
在
を
比
べ
た
、主
な
仕
事
に
よ
る
１
ヶ月
あ
た
りの
賃
金
の

増
減

20
24

年
調

査
（

参
考

）
20

23
年

調
査

(%
)

（
注

）
過

去
１

年
以

内
に

時
間

当
た

り賃
金

の
上

昇
が

あ
った

者
の

うち
賃

金
上

昇
の

理
由

が
「最

低
賃

金
が

上
が

った
か

ら」
と回

答
した

者
（

20
24

年
調

査
：

1,
18

7人
、2

02
3年

調
査

：
1,

00
8人

）
に

つ
い

て
集

計
。

※
図

表
に

表
示

され
た

数
値

は
四

捨
五

入
され

た
数

値
で

あ
る

こと
か

ら、
複

数
の

項
目

の
回

答
割

合
を

足
し上

げ
た

際
に

、実
際

の
集

計
結

果
を

足
し上

げ
た

数
値

とグ
ラフ

上
の

数
値

を
足

し上
げ

た
数

値
が

一
致

しな
い

場
合

が
あ

る
。
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そう
思

う
53

.0
や

や
そう

思
う

22
.8

どち
らと

も
い

え
な

い
18

.1

あ
ま

りそ
う思

わ
な

い
2.

6
そう

思
わ

な
い

0.
7

わ
か

らな
い

2.
8

0
10

20
30

40
50

60
70

80
90

10
0

今
後
も
最
低
賃
金
が
引
き
上
が
る
べ
き
と思
うか

(%
)

今
後
の
最
低
賃
金
引
上
げ
に
関
す
る
見
解

○
今
後
も
最
低
賃
金
が
引
き
上
が
る
べ
き
か
に
つ
い
て
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
「
そ
う
思
う
」
「
や
や
そ
う
思
う
」
が
計
7
5
.8
％
、
「
あ
ま
り
そ
う
思
わ
な
い
」

「
そ
う
思
わ
な
い
」
が
計
3
.3
％
と
な
っ
て
い
る
。
今
後
も
最
低
賃
金
が
引
き
上
が
る
べ
き
と
思
う
理
由
は
、
「
現
在
の
最
低
賃
金
額
は
生
計
を
維
持

す
る
た
め
に
十
分
な
水
準
で
な
い
か
ら
」
が
6
0
.7
％
と
最
も
多
く
、
今
後
も
最
低
賃
金
が
引
き
上
が
る
べ
き
と
思
わ
な
い
理
由
は
、
「
最
低
賃
金
が

引
き
上
が
る
と
、
そ
の
分
労
働
時
間
を
減
ら
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
ら
」
が
3
3
.9
％
と
最
も
多
く
な
っ
て
い
る
。

16

（
注

）
今

後
も

最
低

賃
金

が
引

き
上

が
る

べ
き

と思
うか

に
つ

い
て

は
、有

効
回

答
者

（
2,

95
9人

）
に

つ
い

て
集

計
。今

後
も

最
低

賃
金

が
引

き
上

が
る

べ
き

と思
う理

由
に

つ
い

て
は

、今
後

も
最

低
賃

金
が

引
き

上
が

る
べ

き
と思

うか
に

つ
い

て
「そ

う思
う」

「や
や

そう
思

う」
と回

答
した

者
（

2,
24

5人
）

、今
後

も
最

低
賃

金
が

引
き

上
が

る
べ

き
と思

わ
な

い
理

由
に

つ
い

て
は

、今
後

も
最

低
賃

金
が

引
き

上
が

る
べ

き
と思

わ
な

い
か

に
つ

い
て

「あ
ま

りそ
う思

わ
な

い
」

「そ
う思

わ
な

い
」と

回
答

した
者

（
99

人
）

に
つ

い
て

集
計

。
※

図
表

に
表

示
され

た
数

値
は

四
捨

五
入

され
た

数
値

で
あ

る
こと

か
ら、

複
数

の
項

目
の

回
答

割
合

を
足

し上
げ

た
際

に
、実

際
の

集
計

結
果

を
足

し上
げ

た
数

値
とグ

ラフ
上

の
数

値
を

足
し上

げ
た

数
値

が
一

致
しな

い
場

合
が

あ
る

。

60
.7

50
.0

11
.4

10
.4

20
.4

2.
0

3.
8

0204060

現 在 の 最 低 賃 金 額 は 生 計 を 維

持 す る た め に 十 分 な 水 準 で な

い か ら

最 低 賃 金 が 引 き 上 が る と 、 自

分 の 賃 金 も 上 が る か ら

最 低 賃 金 が 引 き 上 が る と 、 所

得 格 差 が 縮 小 す る と 思 う か ら

最 低 賃 金 が 引 き 上 が る と 、 企

業 の 労 働 生 産 性 が 高 ま る と 思

う か ら

最 低 賃 金 が 引 き 上 が る と 、 消

費 が 喚 起 さ れ る な ど 経 済 に よ

い 影 響 を 与 え る と 思 う か ら

そ の 他

わ か ら な い

今
後
も
最
低
賃
金
が
引
き
上
が
る
べ
き
と思
う理
由

（
複

数
回

答
）

(%
)

33
.9

16
.8

11
.0

5.
4

16
.4

25
.9

2.
0

24
.9

02040

最 低 賃 金 が 引 き 上 が る と 、 そ の 分 労 働

時 間 を 減 ら さ な く て は な ら な い か ら

最 低 賃 金 が 引 き 上 が る と 、 雇 い 止 め さ

れ た り 、 個 人 請 負 契 約 に 切 り 替 え ら れ

る 可 能 性 が あ る か ら

最 低 賃 金 が 引 き 上 が る と 、 勤 務 先 の 業

績 が 悪 化 す る と 思 う か ら

こ れ 以 上 高 い 賃 金 を も ら う の は 、 会 社

や 同 僚 に 申 し 訳 な く 思 う か ら

最 低 賃 金 が 引 き 上 が る と 、 社 員 間 の 給

与 の 格 差 が 小 さ く な り 、 貢 献 度 の 高 い

人 に と っ て 不 公 平 に な る か ら

最 低 賃 金 が 引 き 上 が る と 、 物 価 が 上 昇

す る な ど 経 済 に 悪 い 影 響 を 与 え る と 思

う か ら

そ の 他

わ か ら な い

今
後
も
最
低
賃
金
が
引
き
上
が
る
べ
き
と思
わ
な
い
理
由

（
複

数
回

答
）

(%
)
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令
和

6
（

2
0

2
4
）
年

3
月

中
小
企
業
庁

令
和
5
（
2
0
2
3
）
年
度

取
引
条
件
改
善
状
況
調
査

自
主
行
動
計
画
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
調
査

結
果
概
要

8

一
部
抜
粋
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調
査
期
間

2
0
2
3
年
1
0
月
～
1
2
月

分
析
対
象
調
査

令
和
5
年
度
「取
引
条
件
改
善
状
況
調
査
」

令
和
5
年
度
「自
主
行
動
計
画
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
調
査
」

調
査
内
容

「未
来
志
向
型
の
取
引
慣
行
に
向
け
て
」重
点
課
題
等

•
知
的
財
産
・
ノ
ウ
ハ
ウ
の
保
護

•
働
き
方
改
革
に
伴
う
し
わ
寄
せ
防
止

•
型
取
引
の
適
正
化

•
支
払
条
件
の
改
善

•
価
格
決
定
方
法
の
適
正
化

集
計
に
あ
た
っ
て

・
報
告
書
本
文
及
び
図
表
の
構
成
比
は
、
各
回
答
を
選
択
し
た
企
業
数
が
有
効
回
答
数
に
占
め
る
割
合
を
示
す
。

・
各
ス
ラ
イ
ド
に
お
け
る
割
合
は
四
捨
五
入
を
し
て
お
り
、
合
計
が
1
0
0
％
と
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。

•
令
和

5
年
度
「
取
引
条
件
改
善
状
況
調
査
」
及
び
令
和

5
年
度
「
自
主
行
動
計
画
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
調
査
」
に
つ
い
て
、
共
通
す
る
設

問
の
回
答
を
横
断
的
に
分
析
。

•
主
な
分
析
目
的
と
し
て
は
、
自
主
行
動
計
画
策
定
団
体
に
加
入
し
て
い
る
か
否
か
で
、
取
引
条
件
の
改
善
状
況
に
差
異
が
み
ら
れ

る
か
否
か
の
把
握
で
あ
る
。
取
引
条
件
改
善
状
況
は
基
本
的
に
団
体
非
加
入
企
業
を
対
象
に
調
査
し
て
お
り
、
自
主
行
動
計
画

フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
調
査
は
団
体
加
入
企
業
を
対
象
に
調
査
し
て
い
る
。

１
－
１
．
調
査
概
要
（
取
引
条
件
改
善
状
況
調
査
）

9
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調
査
対
象

9
0
,0
0
0
社
(受
注
側
8
0
,0
0
0
社
、
発
注
側
1
0
,0
0
0
社
)

調
査
期
間

2
0
2
3
年
1
0
月
～
1
1
月

調
査
方
法

郵
送
調
査
(W
E
B
回
答
可
)

回
答
企
業
数

2
6
,4
5
8
社
(受
注
側
2
2
,4
5
2
社
、
発
注
側
4
,0
0
6
社
)

回
答
率

2
9
.4
0
％
(受
注
側
2
8
.0
7
％
、
発
注
側
4
0
.0
6
％
)

調
査
内
容

(１
)
「
未
来
志
向
型
の
取
引
慣
行
に
向
け
て
」
重
点
課
題

・
重
点
課
題
の
改
善
状
況

・
価
格
決
定
方
法
の
適
正
化
、
支
払
条
件
の
改
善

等

(２
)そ
の
他
中
小
企
業
が
直
面
し
て
い
る
事
項

・
取
引
環
境
の
変
化
へ
の
対
応
、
取
引
状
況
、
発
注
方
法

等

集
計
に
あ
た
っ
て

・
報
告
書
本
文
及
び
図
表
の
構
成
比
は
、
各
回
答
を
選
択
し
た
企
業
数
が
有
効
回
答
数
に
占
め
る
割
合
を
示
す
。

・
各
ス
ラ
イ
ド
に
お
け
る
割
合
は
四
捨
五
入
を
し
て
お
り
、
合
計
が
1
0
0
％
と
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。

•
中
小
企
業
・
小
規
模
事
業
者
に
お
け
る
事
業
者
間
取
引
の
実
態
や
取
引
条
件
改
善
状
況
の
把
握
を
目
的
に
平
成

2
9
年
度
か
ら

実
施
。

•
自
主
行
動
計
画
策
定
業
種
以
外
の
業
種
も
含
む
９
万
社
に
対
し
て
幅
広
く
実
施
し
、
回
答
が
あ
っ
た
企
業
は

2
6
,4

5
8
社

(回
答

率
2
9
.4
％

)。

１
－
２
．
調
査
概
要
（
取
引
条
件
改
善
状
況
調
査
）

1
0
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調
査
対
象

「
自
主
行
動
計
画
」
策
定
団
体
加
入
企
業
9
,5
3
8
社

調
査
期
間

2
0
2
3
年
1
0
月
～
1
2
月

調
査
方
法

郵
送
調
査

回
答
企
業
数

2
,6
7
6
社

回
答
率

2
8
.6
％

調
査
内
容

「
未
来
志
向
型
の
取
引
慣
行
に
向
け
て
」
重
点
課
題
等

•
価
格
決
定
方
法
の
適
正
化

•
コ
ス
ト
負
担
の
適
正
化

•
支
払
条
件
の
改
善

•
知
的
財
産
・
ノ
ウ
ハ
ウ
の
保
護

•
働
き
方
改
革
に
伴
う
し
わ
寄
せ
防
止

集
計
に
あ
た
っ
て

報
告
書
本
文
及
び
図
表
の
構
成
比
は
、
各
回
答
を
選
択
し
た
企
業
数
が
有
効
回
答
数
に
占
め
る
割
合
を
示
す
。

各
ス
ラ
イ
ド
に
お
け
る
割
合
は
四
捨
五
入
を
し
て
お
り
、
合
計
が
1
0
0
％
と
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。

•
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
全
体
で
の
「
取
引
適
正
化
」
に
向
け
た
望
ま
し
い
取
引
慣
行
を
浸
透
さ
せ
る
こ
と
等
を
目
的
に
、
各
産
業
界
自
ら
が

取
り
組
む
行
動
を
ま
と
め
た
「
自
主
行
動
計
画
」
は
、
現
在

2
7
業
種

6
4
団
体
に
て
策
定
済
（
令
和

6
年

1
月

2
9
日
時
点
）
。

•
取
組
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
、
策
定
団
体
自
ら
、
毎
年
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
調
査
を
実
施
し
て
お
り
、
必
要
に
応
じ
て
自
主
行
動
計
画
の

改
定
を
行
い
つ
つ
、
更
な
る
取
組
を
進
め
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
（

P
D

C
A
の
実
施
）
。

•
策
定
団
体
の
う
ち
、
経
済
産
業
省
所
管
の

1
5
業
種

4
9
団
体
が

1
0
月
～

1
2
月
に
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
調
査
を
実
施
。

•
各
策
定
団
体
の
調
査
結
果
に
つ
い
て
集
計
し
た
と
こ
ろ
、
各
策
定
団
体
所
属
会
員
企
業
の
う
ち

9
,3

5
8
社
へ
の
発
送
に
対
し
て
、

回
答
社
数

2
,6

7
6
社
。
回
答
率

2
9
％
。

（
昨
年
度
実
績
：
調
査
対
象
社
数

7
,9

4
0
社
、
回
答
社
数

2
,5

3
7
社
、
回
答
率

3
2
％
）

１
－
３
．
調
査
概
要
（
自
主
行
動
計
画
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
調
査
）

1
1
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２
－
１
．
取
引
条
件
改
善
状
況
調
査
結
果
概
要
（
重
点
５
課
題
改
善
状
況
経
年
比
較
）

＜
重
点
５
課
題
改
善
状
況
＞

令
和
3
年
度

令
和
4
年
度

令
和
5
年
度

割
合

割
合

割
合

発
注

側
-

-
-

受
注

側
6

3
%

8
1
%

8
3

%

発
注

側
4

5
%

4
2

%
6

4
%

受
注

側
1
3

%
1
9

%
3

7
%

発
注

側
4

3
%

3
5

%
5

5
%

受
注

側
1
2

%
1
4

%
3

0
%

発
注

側
5

3
%

4
6

%
6

7
%

受
注

側
1
8

%
2

2
%

4
1
%

発
注

側
4

3
%

3
6

%
6

0
%

受
注

側
1
0

%
1
3

%
3

2
%

発
注

側
-

-
-

受
注

側
9

4
%

9
0

%
9

4
%

発
注

側
6

5
%

6
9

%
6

9
%

受
注

側
4

2
%

6
9

%
7

0
%

発
注

側
2

0
%

1
9

%
2

3
%

受
注

側
1
5

%
1
8

%
1
8

%

発
注

側
1
8

%
2

1
%

1
5

%

受
注

側
-

-
-

発
注

側
2

3
%

3
0

%

受
注

側
-

-

発
注

側
-

6
5

%

受
注

側
5

3
%

4
1
%

発
注

側
8

9
%

9
3

%
8

1
%

受
注

側
8

5
%

8
3

%
8

3
%

発
注

側
-

-
6

3
%

受
注

側
2

3
%

3
2

%
3

8
%

発
注

側
-

4
5

%

受
注

側
4

6
%

4
2

%

発
注

側
-

4
4

%

受
注

側
4

7
%

4
4

%

発
注

側
-

3
0

%

受
注

側
3

1
%

3
0

%

発
注

側
-

3
4

%

受
注

側
3

1
%

3
1
%

-

重
点
5
課
題

働
き

方
改

革
に

伴
う

短
納

期
発

注
や

急
な

仕
様

変
更

に
伴

う
コ

ス
ト

の
発

注
側

企
業

の
負

担
状

況
※

発
注

側
：
「
全

て
の

仕
入

先
に

つ
い

て
適

正
コ

ス
ト

を
負

担
し

た
」
「
多

く
の

仕
入

先
に

つ
い

て
適

正
コ

ス
ト

を
負

担
し

た
」
、
受

注
側

：
「
全

て
販

売
先

が
負

担
し

て
く

れ
た

」
「
多

く
を

販
売

先
が

負
担

し
て

く
れ

た
」
と

答
え

た
企

業
の

割
合

型
管

理
の

適
正

化
＜

型
の

保
管

費
用

の
発

注
側

負
担

＞
※

発
注

側
：
「
全

て
の

企
業

に
実

施
し

た
」
「
多

く
の

企
業

に
実

施
し

た
」
、
受

注
側

：
「
全

て
実

施
さ

れ
た

」
「
概

ね
実

施
さ

れ
た

」
と

答
え

た
企

業
の

割
合

支
払

い
条

件
の

改
善

知
的

財
産

・
ノ

ウ
ハ

ウ
の

保
護

下
請

代
金

を
全

て
現

金
で

支
払

っ
て

い
る

／
受

け
取

っ
て

い
る

※
「
全

て
現

金
払

い
」
と

答
え

た
企

業
の

割
合

下
請

代
金

支
払

い
の

手
形

サ
イ

ト
が

6
0

日
以

内
※

「
3

0
日

以
内

」
「
6

0
日

以
内

」
と

答
え

た
企

業
の

割
合

の
合

計

コ
ス

ト
全

般
※

令
和

5
年

度
は

「
全

て
反

映
し

た
／

さ
れ

た
」
 「

概
ね

反
映

し
た

／
さ

れ
た

」
と

答
え

た
企

業
の

割
合

※
令

和
3

、
4

年
度

は
 「

概
ね

反
映

し
た

／
さ

れ
た

」
と

答
え

た
企

業
の

割
合

約
束

手
形

の
利

用
を

2
0

2
6

年
ま

で
に

廃
止

す
る

予
定

直
近

1
年

間
に

お
け

る
不

合
理

な
原

価
低

減
要

請
※

令
和

4
、
5

年
度

は
「
受

け
た

こ
と

は
な

い
」
と

答
え

た
企

業
の

割
合

※
令

和
3

年
度

は
 「

要
請

さ
れ

た
こ

と
は

あ
る

が
、
現

在
は

改
善

さ
れ

た
」
「
要

請
さ

れ
た

こ
と

は
な

い
」
と

答
え

た
企

業
の

割
合

価
格

決
定

方
法

の
適

正
化

働
き

方
改

革
に

伴
う

し
わ

寄
せ

防
止

直
近

１
年

間
の

販
売

先
が

実
施

し
た

働
き

方
改

革
に

関
す

る
対

応
の

結
果

、
受

け
た

影
響

※
「
特

に
影

響
は

な
い

」
と

答
え

た
企

業
の

割
合

価
格

決
定

の
た

め
の

協
議

の
実

施
状

況
※

令
和

5
年

度
は

「
販

売
先

か
ら

申
し

出
が

あ
り

協
議

を
行

っ
た

」
 「

自
社

か
ら

申
し

出
を

行
い

協
議

に
応

じ
て

く
れ

た
」
と

答
え

た
企

業
の

割
合

※
令

和
4

年
度

は
 「

応
じ

て
く

れ
た

」
と

答
え

た
企

業
の

割
合

、
令

和
3

年
度

は
「
販

売
先

に
協

議
を

申
し

入
れ

、
協

議
を

行
う

こ
と

が
で

き
た

」
と

答
え

た
企

業
の

割
合

手
形

サ
イ

ト
の

6
0

日
以

内
へ

の
変

更
予

定
※

令
和

4
、
5

年
度

は
「
2

0
2

4
年

ま
で

に
6

0
日

以
内

に
変

更
予

定
」
と

答
え

た
企

業
の

割
合

※
令

和
3

年
度

は
 「

2
0

2
1
年

度
内

ま
で

に
短

縮
す

る
予

定
」
～

「
2

0
2

4
年

度
ま

で
に

短
縮

す
る

予
定

」
と

答
え

た
企

業
の

割
合

- - -

受
注
／
発
注

設
問

労
務

費
※

令
和

5
年

度
は

「
全

て
反

映
し

た
／

さ
れ

た
」
 「

概
ね

反
映

し
た

／
さ

れ
た

」
と

答
え

た
企

業
の

割
合

※
令

和
3

、
4

年
度

は
 「

概
ね

反
映

し
た

／
さ

れ
た

」
と

答
え

た
企

業
の

割
合

原
材

料
価

格
※

令
和

5
年

度
は

「
全

て
反

映
し

た
／

さ
れ

た
」
 「

概
ね

反
映

し
た

／
さ

れ
た

」
と

答
え

た
企

業
の

割
合

※
令

和
3

、
4

年
度

は
 「

概
ね

反
映

し
た

／
さ

れ
た

」
と

答
え

た
企

業
の

割
合

エ
ネ

ル
ギ

ー
価

格
※

令
和

5
年

度
は

「
全

て
反

映
し

た
／

さ
れ

た
」
 「

概
ね

反
映

し
た

／
さ

れ
た

」
と

答
え

た
企

業
の

割
合

※
令

和
3

、
4

年
度

は
 「

概
ね

反
映

し
た

／
さ

れ
た

」
と

答
え

た
企

業
の

割
合

型
管

理
の

適
正

化
＜

書
面

等
に

よ
る

取
引

条
件

の
明

確
化

＞
※

発
注

側
：
「
全

て
の

企
業

に
実

施
し

た
」
「
多

く
の

企
業

に
実

施
し

た
」
、
受

注
側

：
「
全

て
実

施
さ

れ
た

」
「
概

ね
実

施
さ

れ
た

」
と

答
え

た
企

業
の

割
合

-

型
管

理
の

適
正

化
＜

型
代

金
又

は
型

製
作

費
の

早
期

の
支

払
い

＞
※

発
注

側
：
「
全

て
の

企
業

に
実

施
し

た
」
「
多

く
の

企
業

に
実

施
し

た
」
、
受

注
側

：
「
全

て
実

施
さ

れ
た

」
「
概

ね
実

施
さ

れ
た

」
と

答
え

た
企

業
の

割
合

-

知
的

財
産

に
関

す
る

適
正

取
引

実
現

の
た

め
の

取
組

実
施

状
況

※
発

注
側

：
「
全

て
の

企
業

に
実

施
し

た
」
「
多

く
の

企
業

に
実

施
し

た
」
、
受

注
側

：
「
実

施
中

」
と

答
え

た
企

業
の

割
合

型
取

引
の

適
正

化

型
管

理
の

適
正

化
＜

不
要

な
型

の
廃

棄
費

用
の

発
注

側
負

担
＞

※
発

注
側

：
「
全

て
の

企
業

に
実

施
し

た
」
「
多

く
の

企
業

に
実

施
し

た
」
、
受

注
側

：
「
全

て
実

施
さ

れ
た

」
「
概

ね
実

施
さ

れ
た

」
と

答
え

た
企

業
の

割
合

※
サ
ン
プ
ル
数
（

N
）
に
つ
い
て
は
次
ペ
ー
ジ
以
降
に
掲
載

1
2
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価
格
決
定
方
法
の
適
正
化

●
価
格
決
定
の
た
め
の
協
議

「
協
議
を
行
っ
た
」
は
、
8
割
強
と
な
り
+

2
p
tと
横
ば
い
と
な
っ
た
。

●
変
動
コ
ス
ト
の
価
格
反
映
状
況

発
注
側
は
コ
ス
ト
全
般
が

+
2
2
p
tと
な
り
、
全
て
の
構
成
要
素
も

+
2
0
p
t

以
上
と
大
幅
に
改
善
し
た
。

受
注
側
は
コ
ス
ト
全
般
が

+
1
8
p
tと
な
り
、
全
て
の
構
成
要
素
も

+
1
6
p
t

以
上
と
大
幅
に
改
善
し
た
。

●
直
近

1
年
間
に
お
け
る
不
合
理
な
原
価
低
減
要
請

「
受
け
た
こ
と
は
な
い
」
は
、
9
割
半
ば
と
な
り
+

4
p
tと
わ
ず
か
に
改
善
し
た
。

２
－
２
．
取
引
条
件
改
善
状
況
調
査
結
果
概
要
（
重
点
５
課
題
改
善
状
況
ま
と
め
）

支
払
い
条
件
の
改
善

●
下
請
代
金
の
支
払
い
条
件

●
手
形
支
払
い
サ
イ
ト
の
変
更
予
定

●
約
束
手
形
の
廃
止
予
定

●
下
請
代
金
の
支
払
い
条
件

「
全
て
現
金
払
い
」
に
つ
い
て
は
、
発
注
側
は

7
割
弱
と
な
り
前
年
度
同
様
、

受
注
側
は

7
割
と
な
り
+

1
p
tと
横
ば
い
と
な
っ
た
。

●
手
形
支
払
い
の
サ
イ
ト

『
6
0
日
以
内
（
「
3
0
日
以
内
」
と
「
6
0
日
以
内
」
の
合
計
）
』
は
、
発
注

側
は

2
割
半
ば
と
な
り
+

6
p
tと
改
善
、
受
注
側
は

2
割
弱
と
な
り
前
年
度

同
様
と
な
っ
た
。

●
手
形
支
払
い
サ
イ
ト
の
変
更
予
定

「
2
0
2
4
年
ま
で
に

6
0
日
以
内
に
変
更
予
定
」
は
、
1
割
半
ば
と
な
り
-6

p
t

と
悪
化
し
た
。

●
約
束
手
形
の
廃
止
予
定

「
2
0
2
6
年
ま
で
に
利
用
を
廃
止
す
る
予
定
」
は

3
割
と
な
り
+

7
p
t、
一
方

「
約
束
手
形
の
利
用
の
廃
止
予
定
は
な
い
」
は

1
割
強
と
な
り
-1

0
p
tと
改

善
の
傾
向
が
み
ら
れ
る
。

●
価
格
決
定
の
た
め
の
協
議
（
「
協
議
を
行
っ
た
」
割
合
）

●
変
動
コ
ス
ト
の
価
格
反
映
状
況

（
「
全
て
反
映
し
た
／
さ
れ
た
」
「
概
ね
反
映
し
た
／
さ
れ
た
」
割
合
）

●
直
近

1
年
間
に
お
け
る
不
合
理
な
原
価
低
減
要
請

（
「
受
け
た
こ
と
は
な
い
」
割
合
）

令
和
3
年
度

令
和
4
年
度

令
和
5
年
度

N
=

1
5

,7
6

7
N

=
1
9

,5
5

1
N

=
1
5

,7
0

2

6
3

%
8

1
%

8
3

%
受
注
側

令
和
3
年
度

令
和
4
年
度

令
和
5
年
度

N
=

2
2

,9
5

0
N

=
2

0
,1

3
2

N
=

2
1
,2

0
0

9
4

%
9

0
%

9
4

%
受
注
側

令
和
3
年
度

令
和
4
年
度

令
和
5
年
度

令
和
3
年
度

令
和
4
年
度

令
和
5
年
度

N
=

1
,3

7
1

N
=

3
,4

1
1

N
=

5
,6

0
4

N
=

1
,2

0
0

N
=

3
,3

9
9

N
=

5
,3

8
9

4
5

%
4

2
%

6
4

%
4

3
%

3
5

%
5

5
%

N
=

1
8

,3
7

2
N

=
1
9

,7
7

9
N

=
2

0
,0

0
6

N
=

1
6

,9
7

3
N

=
1
9

,7
1
7

N
=

1
8

,7
7

5

1
3

%
1
9

%
3

7
%

1
2

%
1
4

%
3

0
%

受
注
側

発
注
側

コ
ス

ト
全

般
労

務
費

令
和
3
年
度

令
和
4
年
度

令
和
5
年
度

令
和
3
年
度

令
和
4
年
度

令
和
5
年
度

N
=

1
,4

9
6

N
=

3
,3

8
9

N
=

5
,4

7
7

N
=

1
,2

1
0

N
=

3
,3

8
9

N
=

5
,4

1
6

5
3

%
4

6
%

6
7

%
4

3
%

3
6

%
6

0
%

N
=

1
8

,2
7

8
N

=
1
9

,5
8

3
N

=
1
8

,9
8

1
N

=
1
6

,2
4

0
N

=
1
9

,5
9

0
N

=
1
8

,5
3

1

1
8

%
2

2
%

4
1
%

1
0

%
1
3

%
3

2
%

受
注
側

発
注
側

エ
ネ

ル
ギ

ー
価

格
原

材
料

価
格

令
和
4
年
度

令
和
5
年
度

N
=

9
3

4
N

=
1
,3

3
2

2
0

2
6

年
ま

で
に

利
用

を
廃

止
す

る
予

定
2

3
%

3
0

%

時
期

は
未

定
だ

が
、
利

用
を

廃
止

す
る

予
定

3
2

%
2

9
%

利
用

の
廃

止
に

向
け

て
検

討
中

2
3

%
2

9
%

約
束

手
形

の
利

用
の

廃
止

予
定

は
な

い
2

2
%

1
2

%

発
注
側

令
和
3
年
度

令
和
4
年
度

令
和
5
年
度

N
=
6
1
0

N
=
8
7
5

N
=
1
,1
9
6

2
0

2
4

年
ま

で
に

6
0

日
以

内
に

変
更

予
定

1
8

%
2

1
%

1
5

%

時
期

は
未

定
だ

が
、
6

0
日

以
内

に
変

更
予

定
5

8
%

3
6

%
4

4
%

6
0

日
以

内
に

変
更

す
る

予
定

は
な

い
2

5
%

4
3

%
4

1
%

発
注
側

令
和
3
年
度

令
和
4
年
度

令
和
5
年
度

N
=
7
7
2

N
=
1
,0
4
8

N
=
1
,6
2
1

3
0

日
(1

ヶ
月

)以
内

2
%

3
%

4
%

6
0

日
(2

ヶ
月

)以
内

1
8

%
1
5

%
2

0
%

9
0

日
(3

ヶ
月

)以
内

2
3

%
3

1
%

3
0

%

1
2

0
日

(4
ヶ

月
)以

内
5

2
%

4
2

%
3

8
%

1
2

0
日

(4
ヶ

月
)超

5
%

9
%

8
%

令
和
3
年
度

令
和
4
年
度

令
和
5
年
度

N
=
1
1
,7
2
3

N
=
6
,1
1
5

N
=
5
,1
1
8

3
0

日
(1

ヶ
月

)以
内

2
%

4
%

4
%

6
0

日
(2

ヶ
月

)以
内

1
4

%
1
4

%
1
4

%

9
0

日
(3

ヶ
月

)以
内

2
9

%
3

6
%

3
5

%

1
2

0
日

(4
ヶ

月
)以

内
4

9
%

3
6

%
3

7
%

1
2

0
日

(4
ヶ

月
)超

7
%

1
0

%
1
0

%

発
注
側

受
注
側

令
和
3
年
度

令
和
4
年
度

令
和
5
年
度

N
=
2
,3
3
5

N
=
3
,4
4
5

N
=
5
,6
6
7

全
て

現
金

払
い

6
5

%
6

9
%

6
9

%

1
0

％
未

満
6

%
5

%
6

%

1
0

～
3

0
％

未
満

8
%

6
%

6
%

3
0

～
5

0
％

未
満

8
%

6
%

5
%

5
0

％
以

上
1
2

%
9

%
8

%

全
て

手
形

等
の

支
払

い
1
%

5
%

6
%

令
和
3
年
度

令
和
4
年
度

令
和
5
年
度

N
=
2
2
,2
4
4
N
=
1
9
,9
4
6
N
=
2
1
,0
4
1

全
て

現
金

払
い

4
2

%
6

9
%

7
0

%

1
0

％
未

満
1
7

%
8

%
8

%

1
0

～
3

0
％

未
満

1
9

%
7

%
6

%

3
0

～
5

0
％

未
満

1
0

%
5

%
5

%

5
0

％
以

上
1
0

%
6

%
6

%

全
て

手
形

等
の

支
払

い
3

%
6

%
6

%

発
注
側

受
注
側

令
和
3
年
度

令
和
4
年
度

令
和
5
年
度

N
=
2
,3
3
5

N
=
3
,4
4
5

N
=
5
,6
6
7

全
て

現
金

払
い

6
5

%
6

9
%

6
9

%

1
0

％
未

満
6

%
5

%
6

%

1
0

～
3

0
％

未
満

8
%

6
%

6
%

3
0

～
5

0
％

未
満

8
%

6
%

5
%

5
0

％
以

上
1
2

%
9

%
8

%

全
て

手
形

等
の

支
払

い
1
%

5
%

6
%

令
和
3
年
度

令
和
4
年
度

令
和
5
年
度

N
=
2
2
,2
4
4
N
=
1
9
,9
4
6
N
=
2
1
,0
4
1

全
て

現
金

払
い

4
2

%
6

9
%

7
0

%

1
0

％
未

満
1
7

%
8

%
8

%

1
0

～
3

0
％

未
満

1
9

%
7

%
6

%

3
0

～
5

0
％

未
満

1
0

%
5

%
5

%

5
0

％
以

上
1
0

%
6

%
6

%

全
て

手
形

等
の

支
払

い
3

%
6

%
6

%

発
注
側

受
注
側

●
手
形
支
払
い
の
サ
イ
ト 令
和
3
年
度

令
和
4
年
度

令
和
5
年
度

N
=
7
7
2

N
=
1
,0
4
8

N
=
1
,6
2
1

3
0

日
(1

ヶ
月

)以
内

2
%

3
%

4
%

6
0

日
(2

ヶ
月

)以
内

1
8

%
1
5

%
2

0
%

9
0

日
(3

ヶ
月

)以
内

2
3

%
3

1
%

3
0

%

1
2

0
日

(4
ヶ

月
)以

内
5

2
%

4
2

%
3

8
%

1
2

0
日

(4
ヶ

月
)超

5
%

9
%

8
%

令
和
3
年
度

令
和
4
年
度

令
和
5
年
度

N
=
1
1
,7
2
3

N
=
6
,1
1
5

N
=
5
,1
1
8

3
0

日
(1

ヶ
月

)以
内

2
%

4
%

4
%

6
0

日
(2

ヶ
月

)以
内

1
4

%
1
4

%
1
4

%

9
0

日
(3

ヶ
月

)以
内

2
9

%
3

6
%

3
5

%

1
2

0
日

(4
ヶ

月
)以

内
4

9
%

3
6

%
3

7
%

1
2

0
日

(4
ヶ

月
)超

7
%

1
0

%
1
0

%

発
注
側

受
注
側

1
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知
的
財
産
・
ノ
ウ
ハ
ウ
の
保
護

２
－
２
．
取
引
条
件
改
善
状
況
調
査
結
果
概
要
（
重
点
５
課
題
改
善
状
況
ま
と
め
）

働
き
方
改
革
の
し
わ
寄
せ
防
止

●
直
近
１
年
間
の
販
売
先
が
実
施
し
た
働
き
方
改
革
に
関
す
る
対
応
の
結
果
、
受
け
た
影
響

●
知
的
財
産
に
関
す
る
適
正
取
引
実
現
の
た
め
の
取
組
状
況

●
働
き
方
改
革
の
影
響
に
よ
る
発
注
側
の
コ
ス
ト
負
担
の
状
況

●
知
的
財
産
に
関
す
る
適
正
取
引
実
現
の
た
め
の
取
組
状
況

発
注
側
で
は
、
『
多
く
の
企
業
に
実
施
し
た
（
「
全
て
の
企
業
に

実
施
し
た
」
と
「
多
く
の
企
業
に
実
施
し
た
」
の
合
計
）
』
は
、
6
割

半
ば
と
な
っ
た
。

受
注
側
で
は
、
「
実
施
中
」
は
、
4
割
強
と
な
り
-1

2
p
tと
大
幅
に

悪
化
し
た
。

●
直
近

1
年
間
の
販
売
先
が
実
施
し
た
働
き
方
改
革
に
関
す
る

対
応
の
結
果
、
受
け
た
影
響

「
特
に
影
響
は
な
い
」
は
、
発
注
側
で
は

8
割
強
と
な
り
-1

2
p
tと
大

幅
に
悪
化
、
受
注
側
で
は

8
割
強
と
な
り
前
年
度
同
様
と
な
っ
た
。

●
働
き
方
改
革
の
影
響
に
よ
る
発
注
側
の
コ
ス
ト
負
担
の
状
況

『
多
く
を
販
売
先
が
負
担
し
て
く
れ
た
（
「
全
て
を
販
売
先
が
負
担
し

て
く
れ
た
」
と
「
多
く
を
販
売
先
が
負
担
し
て
く
れ
た
」
の
合
計
）
』
は
、

4
割
弱
と
な
り
+

6
p
tと
改
善
し
た
。

※
発
注
側
は
、
令
和

5
年
度
に
「
分
か
ら
な
い
」
の
選
択
肢
を
追
加
。

令
和
4
年
度

令
和
5
年
度

N
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施
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和
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度
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%
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1
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%

発
注
側

全
く

実
施

し
な

か
っ

た
（
0

%
）

全
て

の
企

業
に

実
施

し
た

（
1
0

0
%

）

多
く

の
企

業
に
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全
て

の
企
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に

実
施
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た
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側

多
く

の
企

業
に

実
施

し
た
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一
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の
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に

実
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し
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実
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実
施
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た
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0
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）

●
不
要
な
型
の
廃
棄
費
用
の
発
注
側
負
担
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３
－
１
．
経
年
比
較
「
価
格
決
定
方
法
の
適
正
化
（
単
価
の
決
定
・
改
定
に
関
す
る
協
議
状
況
）
」

•
価
格
決
定
の
た
め
の
協
議
の
実
施
状
況
（
受
注
側
）
に
つ
い
て
、
前
年
度
と
比
べ
て
横
ば
い
で
あ
る
。

◆
価
格
決
定
の
た
め
の
協
議
の
実
施
状
況

（
「
販
売
先
か
ら
申
し
出
が
あ
り
協
議
を
行
っ
た
」
「
自
社
か
ら
申
し
出
を
行
い
協
議
に
応
じ
て
く
れ
た
」
の
割
合
を
集
計
）

※
令
和

4
年
度
は
「
応
じ
て
く
れ
た
」
と
答
え
た
企
業
の
割
合
、
令
和

3
年
度
は
「
販
売
先
に
協
議
を
申
し
入
れ
、
協
議
を
行
う
こ
と
が
で
き
た
」
と
答
え
た
企
業
の
割
合

 

令
和

3
年

度
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和
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年
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令
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5
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３
－
１
．
経
年
比
較
「
価
格
決
定
方
法
の
適
正
化
（
変
動
コ
ス
ト
の
反
映
状
況
）
」

•
コ
ス
ト
全
般
の
反
映
状
況
は
、
前
年
度
と
比
べ
て
発
注
側
・
受
注
側
と
も
に
大
幅
に
改
善
し
て
い
る
。

•
労
務
費
の
反
映
状
況
は
、
前
年
度
と
比
べ
て
発
注
側
・
受
注
側
と
も
に
大
幅
に
改
善
し
て
い
る
。

•
原
材
料
価
格
の
反
映
状
況
は
、
前
年
度
と
比
べ
て
発
注
側
・
受
注
側
と
も
に
大
幅
に
改
善
し
て
い
る
。

•
エ
ネ
ル
ギ
ー
価
格
の
反
映
状
況
は
、
前
年
度
と
比
べ
て
発
注
側
・
受
注
側
と
も
に
大
幅
に
改
善
し
て
い
る
。

◆
単
価
の
決
定
・
改
定
に
お
け
る
変
動
コ
ス
ト
の
反
映
状
況

（
項
目
別
、
「
全
て
反
映
し
た
／
さ
れ
た
」
「
概
ね
反
映
し
た
／
さ
れ
た
」
の
割
合
を
集
計
）

-コ
ス
ト
全
般

-労
務
費

-原
材
料
価
格

-エ
ネ
ル
ギ
ー
価
格

※
令
和

5
年
度
は
「
全
て
反
映
し
た
／
さ
れ
た
」
「
概
ね
反
映
し
た
／
さ
れ
た
」
と
答
え
た
企
業
の
割
合

※
令
和

3
、
4
年
度
は
「
概
ね
反
映
し
た
／
さ
れ
た
」
と
答
え
た
企
業
の
割
合
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３
－
１
．
経
年
比
較
「
価
格
決
定
方
法
の
適
正
化
（
不
合
理
な
原
価
低
減
要
請
）
」

•
直
近
1
年
間
に
お
け
る
不
合
理
な
原
価
低
減
要
請
の
状
況
（
受
注
側
）
は
、
前
年
度
と
比
べ
て
わ
ず
か
に
改
善
し
た
。

◆
直
近

1
年
間
に
お
け
る
不
合
理
な
原
価
低
減
要
請
の
状
況
（
「
受
け
た
こ
と
は
な
い
」
の
割
合
を
集
計
）

※
令
和

4
、
5
年
度
は
「
受
け
た
こ
と
は
な
い
」
と
答
え
た
企
業
の
割
合

※
令
和

3
年
度
は
「
要
請
さ
れ
た
こ
と
は
あ
る
が
、
現
在
は
改
善
さ
れ
た
」
「
要
請
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
」
と
答
え
た
企
業
の
割
合
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